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「だれもが輝き ともにはばたく いんざいの学び」をめざして 

 

 

印西市は千葉県の北西部、東京都心から東に約 40㎞、成田国際空港から西に約 15㎞

に位置し、三方を利根川、印旛沼、手賀沼に囲まれた、水と緑の豊かな都市です。人口

は令和３年 12月末で約 10万７千人となっています。 

全国的に人口が減少傾向にある中、本市の人口は、昭和 59年から始まった千葉ニュー

タウン区域への入居が現在も続いており、増加傾向にあります。また、国道 464号線沿

いには、様々な商業施設、データセンター、物流倉庫などが進出しています。 

一方で、少子化の影響もあり、現在、市内小中学校は、千葉ニュータウン区域での大

規模化と既存地区での小規模化が同時に進行しています。その対策として、「学校適正規

模・適正配置基本方針（改訂版）」の推進、「第二次学校適正規模・適正配置基本方針」

の策定に取り組んでいます。 

市内には市立小学校が18校、市立中学校が９校、市立幼稚園が２園、教育機関として、

教育センター、学校給食センター３施設、公民館５館、図書館６館、その他の教育施設

として、文化ホール、中央駅前地域交流館、資料館等が２館あります。 

近年、国際化や情報化の進展、さらには新型コロナウイルス感染症対策による生活様

式の変化など、子どもたちや市民を取り巻く環境が刻々と変化していく中で、教育に対

するニーズは多様化しています。 

次世代をたくましく生きる子どもたちを育む教育の推進、また、子どもだけでなく、

幅広い年齢の人が社会の変化に対応するために自ら学び、学びの成果を発揮して活躍で

きるような学習環境の整備が必要であると考えております。 

また、教育施設についても教育環境の変化に合わせた施設の新設、改修、統廃合、管

理運営が必要となっています。 

「第２期印西市教育振興基本計画」は、このような本市の教育を取り巻く状況を踏ま

え、「印西市総合計画」で定めた５つの政策のひとつである「子どもたちの未来を育み誰

もが心に豊かさをもたらすまちをつくります」の実現に向け、本市の教育の基本目標と

事業を体系化し、将来に向けた教育の方針を示したものです。この計画に掲げる事業を

着実に推進することで、印西の教育の振興に一層努めてまいりますので、皆様には今後

とも本計画推進へのご理解ご協力をお願い申し上げます。 

最後に、本計画の策定にあたり、ご尽力いただきました印西市教育振興基本計画策定

委員会委員の皆様をはじめ、貴重なご意見をお寄せいただきました皆様に対し、心より

感謝申し上げます。 

 

 令和４年３月 

印西市教育委員会教育長  大 木  弘 
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本書で使用される用語のうち、専門的で

説明が必要な用語については、「※」マーク

を付記し、巻末「資料編」64 ページ以降の

「用語解説」において、各用語の説明を掲

載していますのでご活用ください。 

印西市マスコットキャラクター 

「いんザイ君」 
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第１節 計画策定の背景と趣旨 
 

印西市教育委員会では、平成 30年度から令和３年度までを計画期間とした「印西市教育振

興基本計画」を策定し、「だれもが輝き ともにはばたく いんざいの学び」を基本理念に掲げ、

様々な施策の実現に向け、取り組んでまいりました。 

 

世界の情勢としては、貧困や紛争、感染症や環境問題、エネルギー資源の問題など、地球

規模の課題に対し、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標※12ページ参照）が掲げられ、持続可能

な世界の実現を目指しています。 

国内の情勢は、技術革新やグローバル化の一層の進展、人口構造や雇用環境の変化等が予

想されるなど、子どもたちを取り巻く社会環境が大きく変化していることから、「誰一人取り

残さない」教育の在り方が求められています。 

このように変化し続ける情勢の中で、次世代に向けて、すべての子どもたちが力強く歩ん

でいく力を身に付ける学校教育は極めて重要です。 

また、希薄化する地域コミュニティの中で家庭や地域の教育力を向上させること、生涯に

わたり活躍を続けるための継続的な学習機会の充実、豊かな心や郷土意識を育むための芸術

の振興や文化の継承を図ることが強く求められています。 

 

 国は、平成 18年に教育基本法を改正し、新しい時代の教育理念を明示しました。また、こ

の法律に基づき、平成 20 年７月に第１期教育振興基本計画、平成 25 年６月に第２期教育振

興基本計画を策定しました。そして、平成 30 年６月には第３期教育振興基本計画を策定し、

令和 12年（2030年）以降の社会の変化を見据えた教育施策の在り方を示しています。 

 

 このようなことから、「印西市総合計画」で定めた将来都市像を実現するための５つの政策

のひとつ「子どもたちの未来を育み誰もが心に豊かさをもたらすまちをつくります」の推進

に向けた本市の教育や学びの総合的計画の策定が重要と考え、たくましく生きる子どもたち

を育成する学校教育やすべての市民の学習環境の充実を図る生涯学習、文化・芸術を包括し

た市全体の教育や学びの方向性を示すため、「第２期印西市教育振興基本計画」（以下「本計

画」という。）を策定するものです。 
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印西市教育振興基本計画 
 

学校教育、生涯学習、 

文化・芸術分野を包括する 

市の教育や学習の方向性 

印西市総合計画 
（基本構想・基本計画） 

 

第２節 計画の位置づけ 
 

本計画は、教育基本法第 17条第２項に基づく地方公共団体における教育の振興のための施

策に関する基本的な計画と位置づけるものであり、国及び千葉県の教育振興基本計画の内容

を参酌し、また市長が策定した印西市教育大綱を尊重するとともに、市長と教育委員会の協

議・調整の場である総合教育会議※における議論を踏まえ策定します。 

また、本計画の策定及び推進にあたっては、本市総合計画をはじめ、分野別計画との整合

を図っています。なお、生涯スポーツ分野については、スポーツ推進基本計画に含めること

となったため、関係課と連携して推進することとします。 

  

 

■ 各種計画等の関係図 

  
 

 

 

                                     

                                    

 

  

 

                                               分野別計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

印西市教育大綱 

教育基本法、学校教育法、社会教育法、スポーツ基本法、文化芸術振興基本法 

 次世代へ光輝く 

「教育立県ちば」プラン 

健康いんざい 21 

国 

県 

市 

いんざい子育てプラン 

戸田市スポーツ推進計画 

整合 

＊その他関連する分野別計画 

印西市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

印西市地域福祉計画 

印西市障がい者プラン 

連携 

印西市スポーツ推進基本計画 

戸田市スポーツ推進計画 

印西市男女共同参画プラン 
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第３節 計画の構成と期間 
 

１ 計画の構成 

 

本計画は、「印西市総合計画」で定めた将来都市像を実現するための５つの政策のひとつ

「子どもたちの未来を育み誰もが心に豊かさをもたらすまちをつくります」の推進に向け

た本市の教育や学びの総合的計画となるものであり、「基本方針」、「基本目標ごとの計画」

で構成します。 

 

■ 計画の構成 

 

基本方針 

教育や学びの総合的かつ計画的な行政運営を図るため、本市が目指す

教育や学びの「基本理念」を掲げ、それを実現するための「基本方針」、

「基本目標」を示しています。 

基本目標ごとの

計画 

 基本方針に示した「基本目標」に沿って、「主な取組」を体系的に示

すものです。 
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２ 計画の期間 

 

本計画の期間は、印西市総合計画との整合性を図るため、令和４年度から令和７年度まで

の４年間とします。 

ただし、法制度の大幅な改正や社会動向に大きな変化があった場合には、計画期間中であ

っても見直しを行うものとします。 

計画最終年度の令和７年度には次期計画を策定します。 

 

■ 教育に関する本市の主な計画等の期間 

計画名等 
平成 30 年度～令和 12 年度 

30 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

第２期印西市教育振興基本計画
（本計画） 

    
 

     

印西市総合計画基本構想 
   

 

印西市総合計画第１次基本計画 
   

 
     

第２期印西市まち・ひと・しご
と創生総合戦略 

  
  

     

印西市教育大綱 
   

 
     

（参考） 

【国】第３期教育振興基本計画  
        

【国】文化芸術推進基本計画 
（第１期） 

 
        

【県】第３期千葉県教育振興基
本計画 

  
 

      

  

次期計画 

次期計画 
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第４節 計画の策定体制 
 

前計画における事業の成果・課題等を検証し、関連する各種計画との整合を図り、令和２

年度印西市市民満足度・重要度調査の結果や総合計画策定時の市民意見等を勘案して、「庁内

検討会・作業部会」が計画草案を作成しました。 

また、「印西市教育振興基本計画策定委員会」において、計画草案をさらに精査し、印西市

教育委員会に提言いただきました。 

市教育委員会では、総合教育会議※において調整の上、「印西市教育振興基本計画策定委員

会」の提言と本市議会及びパブリックコメント※の意見を踏まえ、本計画を決定しました。 

 

■ 体制のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

庁内検討会・作業部会 
（庁内組織） 

 

 

教育委員会にて計画決定 

市議会 

 

総合教育会議 
（市長、教育委員会で構成） 

骨子案 

前計画による取組の成果と課題等の検証 

市民意見の反映 

●令和２年度印西市市民満足度・重要度調査 

●印西市教育振興基本計画策定委員会の公募委員選任 

●パブリックコメントの実施 

パブリックコメント 

意見 

政策調整会議 

委嘱 

市の総合計画等との整合 

計画案 

意見 
提言 

草案 

 

印西市教育振興基本計画策定委員会 
（外部委員組織） 
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第５節 教育を取り巻く国、県の動向 
 

１ 国の教育行政の動向 

 

（１）教育基本法等の改正 
 

平成 18年 12月、約 60年ぶりとなる教育基本法の改正が行われました。改正教育基本法で

は①知・徳・体の調和がとれ、生涯にわたって自己実現を目指す自立した人間、②公共の精

神を尊び、国家・社会の形成に主体的に参画する国民、③我が国の伝統と文化を基盤として

国際社会を生きる日本人の育成を目指すことが明示されました。 

さらに、「家庭教育」、「幼児期の教育」、「学校、家庭及び地域住民などの相互の連携協力」

に関する事項とともに、教育振興基本計画の策定などが規定されています。 

平成 26 年６月、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律におい

て、①首長による大綱の策定、②総合教育会議※の設置、③教育長と教育委員長を一本化した

新たな責任者（新教育長）の設置、④教育委員会のチェック機能の強化、⑤国の関与の見直

しなどが盛り込まれました。 

 

（２）教育振興基本計画の策定 
 

教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る基本計画として、平成 20年７月

に「教育振興基本計画」（計画期間：平成 20～24年度）が策定されました。 

続いて、平成 25年６月に「第２期教育振興基本計画」（計画期間：平成 25～29年度）が閣

議決定され、平成 30年６月に「第３期教育振興基本計画」（計画期間：平成 30～令和４年度）

が閣議決定されました。 

第３期教育振興基本計画では、第２期教育振興基本計画で掲げた「自立」「協働」「創造」の

方向性を継承しつつ、令和 12年以降の社会を展望した教育政策の重点事項を踏まえ、今後の

教育政策に関する５つの基本的な方針が示されています。 

 

（３）学習指導要領※・教育要領の改訂 
 

平成 29年３月に小学校、中学校における教育課程の基準を定めた学習指導要領と幼稚園教

育要領※の改訂が行われ、平成 30 年４月から幼稚園、令和２年４月から小学校、令和３年４

月から中学校で全面実施されています。 

学習指導要領では、子どもたちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成

することや、その際、子どもたちに求められる資質・能力とは何かを社会と共有し、連携す

る「社会に開かれた教育課程」を重視することが示されています。 

また、子どもたちが生きる上で必要な資質・能力を「知識及び技能」「思考力、判断力、表

現力など」「学びに向かう力、人間性など」の３つの柱として整理し、主体的・対話的で深い

学び（アクティブ・ラーニング※）によって育むという視点からすべての教科等の学習過程が

改善されました。  
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（４）社会教育関連法の改正 
 

平成 20年６月、教育基本法において生涯学習の理念が明示されたことなどを踏まえ、社

会教育法、図書館法、博物館法が改正されました。 

改正された社会教育法では、地域住民による学習の成果を活用した学校、社会教育施設、

その他地域において行う教育活動機会の提供や、放課後・休日に学校等を利用した学習機

会の提供、家庭教育に関する情報提供などについて規定されています。 

また、公民館、図書館、博物館などの社会教育施設の運営能力向上に関する事項や、専門

職員の資質向上に関する事項が規定されています。 

平成 29年４月、社会教育法の改正に伴い、「地域学校協働活動※の推進に向けたガイドラ

イン」が策定されました。 

このガイドラインは、地域における教育力の低下、家庭の孤立化などの課題や、学校を

取り巻く問題の複雑化・困難化に対応するため、地域と学校がパートナーとして連携・協

働するための組織的・継続的な仕組みなどが盛り込まれています。 

 

（５）スポーツ基本法の施行 
 

平成 23年８月、従来のスポーツ振興法に代わり、スポーツの推進のための基本的な法律

として、スポーツ基本法が施行されました。 

この法律は、スポーツに関する基本理念を定め、スポーツに関する施策を総合的かつ計

画的に推進し、国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の

実現及び国際社会の調和ある発展に寄与することが目的とされています。 

この法律に基づき、平成 29年３月、すべての人々が自発的にスポーツに取り組み自己実

現を図り、スポーツの力で輝くことにより、前向きで活力ある社会と、絆の強い世界を創

ることを目指す「第２期スポーツ基本計画」が策定され、平成 29年度～令和３年度の基本

方針と実施する施策と目標が示されました。 

 

（６）子ども・子育て関連３法※の成立・次世代育成支援対策推進法の延長 
 

平成 24年８月に、子ども及び保護者などに必要な支援を行い、一人ひとりの子どもが健

全に成長できる社会の実現を目的として、子ども・子育て支援法をはじめとする子ども・

子育て関連３法が成立しました。 

また、平成 26 年４月には、次代の社会を担う子どもの健全な育成の支援を目的とした次

世代育成支援対策推進法が延長されています。 

令和元年 10月、子ども子育て支援法の一部を改正する法律が施行され、幼児教育・保育

の無償化がスタートしました。 
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（７）子ども・若者育成支援推進法の施行 
 

平成 22年４月に、子ども・若者育成支援施策の総合的推進のための枠組みの整備と、社会

生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者を支援するためのネットワーク整備を目

的とする、子ども・若者育成支援推進法が施行され、国では同年７月に「子ども・若者ビジョ

ン」が策定されました。 

また、すべての子ども・若者が健やかに成長し、自立・活躍できる社会を目指して、平成

28年２月に、「子ども・若者育成支援推進大綱」が策定されました。 

 

（８）文化芸術推進基本計画の策定 
 

国は、文化芸術振興基本法の改正（平成 29 年６月公布・施行）に基づき、「文化芸術推進

基本計画（第１期）」（計画期間：平成 30～令和４年度）を策定しました。 

国の計画では、文化芸術は、それ自体が固有の意義と価値を有し、心豊かな活力ある社会

の形成にとって極めて重要な意義を持ち続けるという文化芸術基本法の精神を前提として、

①文化芸術の創造・発展・継承と教育、②創造的で活力ある社会、③心豊かで多様性のある

社会、④地域の文化芸術を推進するプラットフォーム、という４つの目標（今後の文化芸術

政策の目指すべき姿）が示されています。 

さらに、今後５年間の文化芸術政策の基本的な方向性として６つの戦略を定めており、①

文化芸術の創造・発展・継承と豊かな文化芸術教育の充実、②文化芸術に対する効果的な投

資とイノベーションの実現、③国際文化交流・協力の推進と文化芸術を通じた相互理解・国

家ブランディングへの貢献、④多様な価値観の形成と包摂的環境の推進による社会的価値の

醸成、⑤多様で高い能力を有する専門的人材の確保・育成、⑥地域の連携・協働を推進する

プラットフォームの形成、などが示されています。 

 

（９）文化財保護法の改正 
 

令和３年４月の文化財保護法一部改正では、無形文化財・無形の民俗文化財の登録制度及

び地方公共団体による文化財の登録制度が新設され、幅広い文化財の保存・活用を図るとと

もに、次代に継承していくこととしています。 
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■ 近年の国の主な取組 

年 月 事 項 

平 

成 

２ 年 ６ 月 
生涯学習の振興のための施策の推進体制の整備に関する法律（生涯学習

振興法）の制定 

13年 12月 子どもの読書活動の推進に関する法律の施行 

18年 12月 教育基本法の改正 

19 年６月 
学校教育法、教職員免許法及び教育公務員特例法、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律の改正 

20 年２月 新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について（答申） 

３月 学習指導要領の改訂（小中学校）、教育要領の改訂（幼稚園） 

６月 社会教育法、図書館法、博物館法の改正 

７月 教育振興基本計画の策定 

21 年３月 学習指導要領の改訂（高等学校、特別支援学校） 

22 年４月 子ども・若者育成支援推進法の施行 

７月 子ども・若者ビジョンの策定 

23 年８月 スポーツ基本法の施行 

24 年７月 
共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム※構築のための特

別支援教育の推進（報告） 

８月 子ども・子育て関連３法※成立 

25 年６月 第２期教育振興基本計画の策定 

６月 いじめ防止対策推進法の制定 

26 年４月 次世代育成支援対策推進法の延長 

27 年４月 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施

行 

５月 文化芸術の振興に関する基本的な方針（第４次基本方針）の策定 

10 月 スポーツ庁設置 

28 年２月 子ども・若者育成支援推進大綱の策定 

４月 
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）

の施行 

29 年３月 学習指導要領の改訂（小中学校）、教育要領の改訂（幼稚園） 

３月 社会教育法の改正 

３月 第２期スポーツ基本計画の策定 

４月 地域学校協働活動※の推進に向けたガイドラインの策定 

６月 文化芸術振興基本法の改正 

30 年６月 第３期教育振興基本計画の策定 

31 年４月 文化財保護法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正 

令 

和 

元年６月 
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー

法）の施行 

10 月 子ども・子育て支援法の改正による幼児教育・保育の無償化がスタート 

12 月 ＧＩＧＡスクール※実現推進本部の設置、ＧＩＧＡスクール構想※の提唱 

３年４月 文化財保護法の一部改正 
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２ 千葉県の教育行政の動向 

千葉県では、教育施策を総合的かつ計画的に進めていくため、教育基本法第 17条第２項の

規定に基づき、平成 22年３月に「みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」（第１期計画）

が策定され、平成 27 年２月には「新 みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」（第２期

計画）が策定され、第１期計画・第２期計画を引き継ぐ第３期計画として、令和２年２月に

「次世代へ光り輝く『教育立県ちば』プラン」が策定されました。 

第３期計画では、 教育の現状や第２期計画の検証結果と、今後の重要課題に基づき、基本

理念を定め、４つの基本目標を掲げ、施策の推進に取り組んでいくこととしています。 

 

■ 次世代へ光り輝く『教育立県ちば』プラン 

 

 

 

 

  

＜基本理念＞ 

ちばの教育の力で 「県民としての誇り」を高める！ 

         「人間の強み」を伸ばす！ 

         「世界とつながる人材」を育てる！ 

 

＜４つの基本目標＞ 

基本目標１ ちばの教育の力で、志を持ち、未来を切り拓く、ちばの子供を育てる 

基本目標２ ちばの教育の力で、「自信」と「安心」を育む学校をつくる 

基本目標３ ちばの教育の力で、家庭と地域の絆を深め、全ての人が活躍できる

環境を整える 

基本目標４ ちばの教育の力で、世界を舞台に活躍する人材を育成し、「楽しい」

「喜び」に満ちた豊かな社会を創る 

 

＜基本的な取組方針＞ 

「ふれる」・「かかわる」・そして「つながる」 
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３ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の推進 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、平成 27 年９月に国連で採択された令和 12 年（2030

年）までに先進国を含む国際社会全体で達成を目指す 17のゴール（国際目標）です。 

本市の教育の基本理念を実現するための取組と関連する部分は、取組を推進する上で相乗

効果が期待できることから、本計画と一体的に推進します。 

 

■ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標 エスディージーズ）の 17のゴール（国際目標） 
 

1.貧困をなくそう 
あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困

に終止符を打つ 

 

2.飢餓をゼロに 
飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保

と栄養状態の改善を達成するととも

に、持続可能な農業を推進する 
 

3.すべての人に健康と福祉を 
あらゆる年齢のすべての人々の健康

的な生活を確保し、福祉を推進する 

 

4.質の高い教育をみんなに 
すべての人々に包摂的かつ公平で質の

高い教育を提供し、生涯学習の機会を

促進する 
 

5.ジェンダー平等を実現しよう 
ジェンダーの平等を達成し、すべての

女性と女児のエンパワーメントを図

る 

 

6.安全な水とトイレを世界中に 
すべての人々に水と衛生へのアクセス

と持続可能な管理を確保する 

 

7.エネルギーをみんなに 
そしてクリーンに 

すべての人々に手ごろで信頼でき、持

続可能かつ近代的なエネルギーへの

アクセスを確保する 

 

8.働きがいも経済成長も 
すべての人々のための持続的、包摂的か

つ持続可能な経済成長、生産的な完全雇

用およびディーセント・ワーク（働きが

いのある人間らしい仕事）を推進する 
 

9.産業と技術革新の基盤を 
つくろう 

強靭なインフラを整備し、包摂的で持

続可能な産業化を推進するとともに、

技術革新の拡大を図る 

 

10.人や国の不平等をなくそう 
国内および国家間の格差を是正する 

 

11.住み続けられる 
まちづくりを 

都市と人間の居住地を包摂的、安全、

強靭かつ持続可能にする 

 

12.つくる責任 つかう責任 
持続可能な消費と生産のパターンを確

保する 

 

13.気候変動に具体的な対策を 
気候変動とその影響に立ち向かうた

め、緊急対策を取る 

 

14.海の豊かさを守ろう 
海洋と海洋資源を持続可能な開発に向

けて保全し、持続可能な形で利用する 

 

15.陸の豊かさも守ろう 
陸上生態系の保護、回復および持続可能な

利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠

化への対処、土地劣化の阻止および逆転、

ならびに生物多様性損失の阻止を図る 

 

16.平和と公正をすべての人に 
持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会

を推進し、すべての人々に司法へのアクセス

を提供するとともに、あらゆるレベルにおいて

効果的で責任ある包摂的な制度を構築する 
 

17.パートナーシップで 
目標を達成しよう 

持続可能な開発に向けて実施手段を

強化し、グローバル・パートナーシッ

プを活性化する  

   （注）本計画に特に関連するゴールは太枠にしています。  
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第６節 印西市の教育の点検・評価と課題 
 

１ 印西市の教育の点検・評価の反映 

 

市教育委員会では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条に基づき、「印西市

の教育施策」の事業実績を自己評価し、公表しています。 

令和３年度（令和２年度事業対象）の点検・評価では、各施策、主な事業の目標に対し、進

捗、達成度を総合的に判断し、下記に記載の５段階の評価基準において自己評価しています。 

令和３年度の点検・評価結果は、「Ｓ評価」が１事業、「Ａ評価」が 29 事業、「Ｂ評価」が

15事業、「Ｃ評価」が０事業、「－評価」が７事業となりました。市教育委員会では、全体と

して市の教育施策は進捗しており、今後もさらなる施策の推進を目指しています。 

また、点検・評価結果を本計画の施策の方向性などに反映しています。 

 

■「令和３年度(令和２年度事業対象)教育委員会の点検・評価」の結果 

 

番

号 
基本目標 

主 な 

施策数 
主 な 

取組数 
主 な 

事業数 

主な事業の評価数 

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ － 

Ⅰ 

生きる力を持ち未来を拓く

子どもを育む 

〔学校教育〕 

２ ９ 22 ０ 16 ６ ０ ０ 

Ⅱ 

生涯を通して学びスポーツ

に親しめる環境づくりを推

進する 

〔生涯学習・生涯スポーツ〕 

２ ６ 15 ０ ３ ８ ０ ４ 

Ⅲ 

心に豊かさをもたらす文化

の保護と振興を図る 

〔文化・芸術〕 

３ ７ 15 １ 10 １ ０ ３ 

計 ７ 22 52 １ 29 15 ０ ７ 

 

 〔評価基準〕 

   Ｓ：事業の目標が達成され、計画以上の施策の進捗が認められる。 

Ａ：事業の目標が概ね達成され、施策の進捗が認められる。 

   Ｂ：事業の目標が一部達成できなかった。 

   Ｃ：未達成事業が多く、施策の進捗がほとんど認められない。 

   －：新型コロナウイルス感染症の影響により、事業が実施できず、評価できなかった。 
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２ 印西市の教育の現状と課題 

 

（１） 学校教育 

① 小中学校教育（義務教育） 

□ 本市には、令和３年５月１日現在、小学校が 18校あり、児童数は 7,093人、中学校が

９校あり、生徒数は 2,922人となっており、知・徳・体の調和のとれた教育を推進し、生

きる力を持ち未来を拓く子どもを育むことを目指しています。 

□ 生きて働く「知識及び技能の習得」、未知の状況にも対応できる「思考力、判断力、表

現力などの育成」、学びを人生や社会に活かそうとする「学びに向かう力、人間性などの

涵養
かんよう

※」の３つを柱とした資質・能力を育成し、個性を生かし多様な人々との協働を促す

教育の充実に努める必要があります。 

□ 本市の人口が令和 10年まで緩やかに増加すると推計される中、学校生活における児童

生徒への支援も増加・多様化することが予想されることから、特別支援教育※の推進、学

習指導員や介助員の配置、学生ボランティアの配置や活用、特別支援教育も含めた児童

生徒の相談・支援体制の構築に努めています。今後も学校現場でのきめ細やかな指導・

支援を実現するための人材確保及び適切な人員配置を図ることが課題となっています。 

□ 心を育てる教育は、特別の教科道徳科※を要とし、学校教育全体を通して、体系的・系 

統的に推進し、体験活動や多様な表現、鑑賞活動等、豊かな心や創造性の涵養
かんよう

を目指し

た教育の充実に努める必要があります。 

□ 児童生徒の学力向上やいじめ・差別、不登校への対応など、きめ細やかな指導を行う

ため、教育センターと連携し、教職員の指導力向上に取り組んでいます。 

□ 不登校の児童生徒で、適応指導教室※等を経て登校できるようになる子はいますが、適

応指導教室に通っている子は一部にとどまっていることから、適応指導の推進にあたり

児童生徒及び保護者への周知が課題となっています。 

□ 新たな感染症の発生により、新しい生活様式が求められています。基本的な生活習慣

を整え、健やかな体づくりを推進するとともに、感染症に対する正しい知識の周知及び

環境整備を図る必要があります。 

□ 児童生徒が運動に親しむ中で、体力の向上を図るとともに、バランスのとれた栄養豊

かな学校給食の提供と、学校給食を活用した効果的な食に関する指導を充実し、健康な

生活を送るための知識や食習慣を習得できるよう努める必要があります。 

② 幼児教育 

□ 本市には、令和３年５月１日現在、幼稚園が８園あり、園児数は 1,491 人となってい

ます。そのうち、市立幼稚園が２園で、園児数が 251 人、私立幼稚園が６園で、園児数

1,240人と、私立幼稚園の園児の方が多い状況です。 
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□ 幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎を確立する最も大切な時期にあたります。そこ

で、「健康な心と体」、「自立心」、「協同性」、「道徳性・規範意識の芽生え」、「社会生活との

関わり」、「思考力の芽生え」、「自然との関わり・生命尊重」、「数量や図形、標識や文字な

どへの関心・感覚」、「言葉による伝え合い」、「豊かな感性と表現」などについて遊びを通

して育むことが望まれます。 

□ 「子ども・子育て支援新制度」が平成 27年４月に施行され、幼児期の学校教育・保育の

総合的な提供や家庭・地域の子育て支援の充実を図ることなどについて規定され、一人ひ

とりの子どもが健全に成長できる社会の実現を図ることが求められています。 

□ 幼児教育・保育の無償化、働き方改革など、子育てや暮らしの在り方が多様化している

ことから、保育分野と連携しながら、幼稚園での保育の取組や、小学校との連携、特別支

援教育※の充実を図る必要があります。 

□ 市立幼稚園の園児数は減少傾向にあるものの、園における特別支援のニーズは増加・多

様化しており、対応が課題となっています。幼児一人ひとりの望ましい発達を促すため、

家庭と十分な連携を図る必要があります。 

□ 子どもたちが望ましい食習慣を身に付け、健やかな学童期を過ごすことができるよう、

幼児期の食育を推進する必要があります。 

  

（２） 教育環境 
 

□ 市立幼稚園及び小中学校施設については、校舎などの老朽化が進行している状況にあり、

施設の改修や学級増に対応した増築など、学校の施設や設備の計画的な修繕、改修が必要

です。 

□ 経年劣化が進行している学校給食センターについては、衛生的かつ安定的な学校給食の

提供を継続するため、計画的な設備更新や修繕、改修が必要です。また、設備更新や改修

の期間中に代替給食を提供する可能性について検討する必要があります。 

□ 児童生徒の就学に対する支援を行い、教育格差が生じないよう引き続き保護者の経済的

負担の軽減を図る必要があります。 

□ 児童生徒数が減少している地域と、宅地開発などにより児童生徒数が増加している地域

が混在しており、小中学校の小規模化と大規模化が同時に進行していることから、学校規

模により生じる教育指導上及び学校運営上の課題を解消し、より良い教育環境を整えるた

め、適正な学校規模に基づく、学校の適正な配置を進めていく必要があります。 

□ 国が提唱するＧＩＧＡスクール構想※の実現に向け、無線ＬＡＮ※やパソコンなどのＩＣ

Ｔ※環境を整備しました。今後、さらに児童生徒が適切な情報を選択し活用することがで

きるよう、情報モラル教育を含めた、情報活用能力を高める教育を推進します。同時に児

童生徒が安全に、望ましい態度でインターネットに関わることができるようにするための

セキュリティや接続制限の設定についても絶えず見直しを行うことが求められます。 

□ 子どもたちが登下校を含めた学校生活において安全・安心に過ごせるよう信頼される学

校づくりを推進するとともに、子どもたちに、事故や災害、感染症など様々な危険から「自

分の命は自分で守る」防災意識の定着を図る必要があります。 

□ 社会に開かれた教育課程の実現に向け、学校・家庭・地域の連携や協働（コミュニティ・

スクール※）を推進し、情報発信することが求められています。  
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（３） 文化・芸術 

① 文化・芸術活動 

□ 本市では、市民が優れた文化・芸術に接する機会の拡大のため、文化・芸術活動に関す

る情報発信や発表の場の提供に努めます。 

□ 団体・指導者の育成支援などにより、市民の自主的で創造的な文化・芸術活動を支援

しています。 

□ 文化ホールでの芸術鑑賞事業などを効果的に実施していくため、指定管理者制度※の導

入など施設の運営方法について検討していく必要があります。 

□ 市民の文化・芸術に対する感性を高め、本市に住むことに誇りと愛着が持てるように

文化・芸術活動を推進する必要があります。 

□ 人口増に伴うニーズの多様性に対応するとともに、市民の文化・芸術活動の一層の活性

化を図るため、市民がより活動しやすい環境づくりを進めることが課題となっています。 

② 文化財の保護・活用 

□ 本市には、宝珠院観音堂や泉福寺薬師堂などの有形文化財（33件）、平岡鳥見神社の獅

子舞や浦部の神楽などの無形民俗文化財（６件）、木下貝層などの記念物（10 件）、合わ

せて 49件（令和３年１月現在）が国・県・市指定文化財として残されており、貴重な文

化財を後世に伝えるため、調査研究を行い、公開・活用することに努めています。今後も

文化財の調査研究、公開・活用を続けるとともに、生涯学習や観光事業などと連携し、後

世に伝えていくことが課題となっています。 

□ 歴史や文化財、自然が豊かな地域であり、これらを保護・保存・活用する取組を一層進

めていく必要があります。また、歴史資料の整理及びデジタル化を進め、多様な方法で

歴史資料にアクセスできるよう環境整備を行う必要があります。 

□ 印旛歴史民俗資料館が老朽化していることや歴史資料が市内各所で保存されているこ

とから、展示施設や資料の集約化のための、新たな歴史文化施設について検討する必要が

あります。 

③ 市史編さん 

□ 印西市史編さん事業方針に基づき、引き続き市史編さん事業を進め、市史の刊行とそ

の普及・啓発を図っていく必要があります。 

□ 市民が市の歴史に理解を深め、誇りと愛着を持てるように、市史編さんで収集した資

料の公開・活用を図ることが課題となっています。 
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（４） 生涯学習・青少年の健全育成 

① 生涯学習 

□ 本市では、公民館、図書館などの生涯学習施設において、各年齢層に応じた様々な講

座・教室・講演会を開催するなど、子どもから高齢者まで市民一人ひとりが自ら学び、生

涯を通して生きがいや自己実現ができる学習環境づくりを推進しています。 

□ 少子高齢化やライフスタイルの多様化により、生涯学習に対する市民のニーズも変化

している中、学習メニューの充実や開講日時の工夫により幅広い年齢層の参加促進を図

るとともに、効果的な学習サービスの提供体制を構築することが課題となっています。 

□ 市内にある６館の図書館は、それぞれ創意工夫による運営と蔵書の整備を行っていま

すが、地域への情報発信やコミュニティの拠点として機能できるよう、また、どなたに

も対応できるよう図書館サービスの充実を図ることが課題となっています。さらに、運

営の効率化に向けて、指定管理者制度※の導入の検討や施設整備の在り方について調査・

研究する必要があります。 

□ 子どもたちの創造力や豊かな心の育成を目指し、子どもの読書活動の推進に努める必

要があります。 

□ 公民館や図書館などの生涯学習施設は、老朽化が進んでいることから計画的な修繕、

改修を進めていく必要があります。 

② 青少年の健全育成 

□ 核家族化の進行、地域とのつながりの希薄化により、家庭や地域を含む社会全体の教

育力の向上が課題となっています。 

□ 青少年の健やかな成長に資する取組を行うとともに、家庭教育学級、地域ぐるみさわ

やかコミュニティ推進事業、コミュニティ・スクール※などを通して、家庭教育の充実や

学校・家庭・地域との連携・協働を推進する必要があります。 

□ 放課後子ども教室では、地域の方々の参画を得て、子どもたちに勉強やスポーツなど

の機会を提供していますが、さらなる充実を図り、子どもたちが放課後に安全・安心に

過ごせる居場所となるよう努める必要があります。 

 

（５） 生涯スポーツ 
 

□ 本市では、これまで教育委員会部局で生涯スポーツ（生涯を通じて楽しみながら行う

スポーツ）の推進について「市民が参加しやすいスポーツ環境の整備と推進体制の充実」

を施策として進めてきました。 

□ 平成 31年４月から組織改編によって、学校教育を除くスポーツは市長部局へ所管換え

となりました。それに伴い、生涯スポーツについては、市長部局の「印西市スポーツ推進

基本計画」において施策を進めることから、今後、市長部局と連携して生涯スポーツの

推進を図っていく必要があります。 
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第２章  基本的な方針 

 

第１節 基本理念と基本方針 

第２節 基本目標 

第３節 主な取組 

第４節 重点的な取組の設定 
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第１節 基本理念と基本方針 
 

１ 印西市の教育の基本理念 

 

教育を取り巻く社会情勢の変化や教育の課題を踏まえ、「印西市総合計画」で定めた将来都

市像を実現するための５つの政策のひとつ「子どもたちの未来を育み誰もが心に豊かさをも

たらすまちをつくります」を推進するため、また、子どもたちだけでなく、あらゆる世代の

人が思い立った時にいつでも学習することができ、学びの成果を発揮して地域で活躍できる

ような教育・学習環境を実現するため、本計画が目指すべき基本理念を前計画に引き続き「だ

れもが輝き ともにはばたく いんざいの学び」とします。 

本計画は、本市の教育や学びの総合的計画として策定し、「生きる力を持ち未来を拓く子ど

もを育成する学校教育」や「市民が様々な文化や芸術に触れることができる文化・芸術活動」、

「市民が生涯を通して学ぶことができる生涯学習や地域で子どもたちを守り育てる青少年の

健全育成」を目指します。 

そのため、学校教育では、次代を担う子どもたちが、変化の激しい社会を生き抜くために

必要な生きる力を持ち、新しい時代に必要となる資質・能力を伸ばすことができるよう、学

校、家庭、地域がそれぞれの役割を適切に担い、地域が持つ豊かな自然や伝統文化を活かし、

知・徳・体の調和のとれた教育を推進します。 

文化・芸術活動では、市民の心を豊かにし、地域に対する関心を高めるため、自主的な文

化・芸術活動を積極的に支援するとともに、市民が様々な文化や芸術に触れることができる

取組を推進します。 

生涯学習では、子どもから高齢者まで市民一人ひとりが自ら学び、生きがいや自己実現な

どにつながる生涯を通して学習ができる環境づくりを進めます。また、生涯学習活動を通じ

て、地域への愛着が生まれ、地域づくりのための社会参加を促すとともに学習成果を地域で

発揮できるような支援を行います。 

青少年健全育成では、青少年が安全・安心な環境で健やかに成長し、豊かな人間性や社会

性を養えるよう、学校を核として家庭・地域の連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔基本理念〕 

だれもが輝き ともにはばたく 

いんざいの学び 
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２ 印西市の教育の基本方針 

 

基本理念を踏まえ、施策を実施していくにあたり、前計画に引き続き、次の３つの基本方

針で取り組みます。 

 

基本方針１ 
学校・家庭・地域が連携強化し、未来を拓く子ども

を育む教育の推進 

子どもたちの生活の場である学校、家庭、地域、支援機関等の連携を強化し、たくまし

く生きる子どもたちを育む教育を充実させます。 

 

〔子どもを育むための教育基盤イメージ〕 

  

子ども 

家庭 

 

地域 

学校 

行政 

〇教育センター 

〇子ども発達センター 

〇適応指導教室 

        など 

施設 

〇ホームページ 

〇広報 

など 

情報 

〇保護者 

〇教職員 

〇民生委員・児童委員、主任児童委員 

〇地域住民 

など 

人 



22 

 

 

基本方針２ 
市民が学びあい・活かしあい、地域に誇りと愛着が

持てる学びの推進 

すべての市民の生涯学習環境を充実させ、それらの学習や活動成果を活かして互いが地

域社会に参画する生涯学習環境の構築を目指します。 

また、学びを通じて、生きがいづくり、健康づくり、仲間づくりなどが地域に広がるよ

うな取組を推進します。 

 

〔生涯学習のイメージ〕  

  

市民 

 

 

・生きがいづくり 

・健康づくり 

・仲間づくり  など 

行政の支援 
 

・生涯学習環境の充実 

・生涯学習機会の提供 

・青少年健全育成、家庭教育推進 

・文化財の保護及び活用  など 

 

地域の 

生涯学習団体 
 

・社会教育団体 

・文化・芸術団体  など 
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基本方針３ すべての市民の健やかな心と体を育む学びの推進 

幼児期から高齢期まで、健やかな心と体を育むために、「知」「徳」（学校教育・生涯

学習・文化・芸術）「体」（運動・食育）の総合的な学習を、市民一人ひとりの一生涯を

通じて支援する学習環境の整備を推進します。 

 

〔ライフステージに応じた「知」「徳」「体」の学びイメージ〕 

 

  

 

幼児期 児童期・少年期 青年期・壮年期 高齢期 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

思いやり・感動する心 

礼儀や約束を大切にする 

生活リズムの確立 健康的な生活習慣 

学びの芽生え 

遊びを通した学習 

基礎学力の習得 学びの成果の活用 

自立と社会参加 

学びの地域貢献 

体力・運動能力の向上 体力・運動能力の維持 
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第２節 基本目標 
 

基本理念及び基本方針を実現するため、４つの基本目標を設定します。 
 

基本目標Ⅰ 
知・徳・体の調和のとれた教育を推進し、生きる力を持ち未来を拓く

子どもを育む（学校教育） 

方向性 

変化の激しい社会を生き抜くために必要な生きる力の育成に向け、学ぶ

力・豊かな心・健やかな体をバランスよく育むとともに、自らの能力を引

き出し、習得したことを活用して、様々な課題に対し主体的に解決できる

児童生徒の育成に努めます。 

 

基本目標Ⅱ 
子どもたちが安全で安心できる生活を送り健やかに成長できるよ

う、教育環境を充実させる（教育環境） 

方向性 
子どもたちが安全で安心できる生活を送ることができるよう学校施設や

教育環境を継続的に整えます。 

 

基本目標Ⅲ 
市民が様々な文化や芸術に触れることができるとともに、先人の残

した文化遺産の価値や意義を次世代に適切に継承する（文化・芸術） 

方向性 

市民の豊かな心や地域に対する関心の醸成を図るため、自主的な文化・

芸術活動を積極的に支援します。また、市民が様々な文化や芸術に触れる

ことができる取組を進めます。 

さらに、本市の歴史や文化財は、先人の残した文化遺産であり、その価

値や意義を踏まえ次世代に適切に継承していくため、市民の郷土意識の

涵養
かんよう

※を図り、本市に残る各種の有形・無形文化財、埋蔵文化財、地域史料

の保護や保存及び活用を進めていきます。 

 

基本目標Ⅳ 
市民が生涯を通して学ぶことができるとともに、地域で子どもたち

を守り育てる（生涯学習・青少年健全育成） 

方向性 

子どもから高齢者まで市民一人ひとりが自ら学び、生きがいや自己実現

などにつながる生涯を通して学習ができる環境づくりを進めます。 

また、生涯学習活動を通じて、地域への愛着を生み、地域づくりのため

の社会参加を促すとともに学習成果を地域に還元できるような支援を行い

ます。あわせて、活動の場としての生涯学習施設の整備を推進します。 

さらに、子どもたちの豊かな人間性や社会性を育み、子どもたちが安全・

安心で健やかに成長できるよう、学校・家庭・地域の連携を図り、青少年

の健全な育成に向けた活動を推進していきます。 
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第３節 主な取組 
 

基本 

理念 
だれもが輝き ともにはばたく いんざいの学び 

基本 

方針 

１ 学校・家庭・地域が連携強化し、未来を拓く子どもを育む教育の推進 

２ 市民が学びあい・活かしあい、地域に誇りと愛着が持てる学びの推進 

３ すべての市民の健やかな心と体を育む学びの推進 

 

 

 

 

基本目標 主な取組 

Ⅰ 

知・徳・体の調和のとれた教育を推

進し、生きる力を持ち未来を拓く子

どもを育む（学校教育） 

１ 子どもたちの学ぶ力を育む 

２ 子どもたちの豊かな心を育む 

３ 子どもたちの健やかな体を育む 

Ⅱ 

子どもたちが安全で安心できる生

活を送り健やかに成長できるよう、

教育環境を充実させる（教育環境） 

１ 教育環境整備の充実 

２ 学校の適正規模・適正配置の推進 

３ 情報化社会に対応した教育の推進 

４ 信頼される学校づくり 

Ⅲ 

市民が様々な文化や芸術に触れる

ことができるとともに、先人の残し

た文化遺産の価値や意義を次世代

に適切に継承する（文化・芸術） 

１ 文化・芸術活動の推進 

２ 文化財の保護・活用の推進 

３ 市史編さん事業や地域史料の保存 

Ⅳ 

市民が生涯を通して学ぶことがで

きるとともに、地域で子どもたちを

守り育てる 

（生涯学習・青少年健全育成） 

１ 多様な学習機会の提供 

２ 図書館サービスの充実 

３ 生涯学習施設の整備・充実 

４ 家庭と地域の教育力向上と青少年の健全育成 

 

 

 

 

  

実
現 
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第４節 重点的な取組の設定 
 

本計画では、基本理念や基本方針を実現するために、変化し続ける教育環境の中、国・県

の教育行政の方向を踏まえ、基本目標ごとに重点的な取組を設定しています。 

「第３章 基本目標ごとの計画」の「基本目標の体系」の表中、重点的な取組に★を付け

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重点的な取組の位置づけ 

＊ 時代に則し、国・県の方針にかなう施策を推進する取組 

＊ 各基本目標において地域創生を推進する取組 

＊ 各基本目標を総合的に推進するための重点的な取組 
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第３章  基本目標ごとの計画 

 

基本目標 Ⅰ 知・徳・体の調和のとれた教育を推進し、

生きる力を持ち未来を拓く子どもを育む

（学校教育） 

 

基本目標 Ⅱ 子どもたちが安全で安心できる生活を送

り健やかに成長できるよう、教育環境を

充実させる（教育環境） 

 

基本目標 Ⅲ 市民が様々な文化や芸術に触れることが

できるとともに、先人の残した文化遺産

の価値や意義を次世代に適切に継承する

（文化・芸術） 

 

基本目標 Ⅳ 市民が生涯を通して学ぶことができると

ともに、地域で子どもたちを守り育てる

（生涯学習・青少年健全育成） 
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基本目標 Ⅰ 知・徳・体の調和のとれた教育を推進し、生きる
力を持ち未来を拓く子どもを育む（学校教育） 

 

 

 

当該基本目標と関連するＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

  

 

 

 

■ 誰一人取り残すことなく、子どもたちが未来を拓くたくましい力を育み、多様な可能性

を伸ばす教育を推進します。 

■ 基礎的な学力の向上に加え、生きて働く「知識及び技能の習得」、未知の状況にも対応で

きる「思考力、判断力、表現力などの育成」、学びを人生や社会に活かそうとする「学びに

向かう力、人間性などの涵養
かんよう

※」の３つを柱とした資質・能力を育成し、個性を生かし多様

な人々との協働を促す教育の充実に努めます。 

■ 特別の教科道徳科※を要とし、体系的・系統的な学校教育全体を通じた道徳教育を推進す

るとともに、体験活動や多様な表現、鑑賞活動を通して、豊かな心や創造性の涵養
かんよう

を目指

した教育を推進します。 

■ 児童生徒が運動に親しむ中で、体力の向上を図るとともに、バランスのとれた栄養豊か

な学校給食の提供と、学校給食を活用した効果的な食に関する指導を充実し、健康的な生

活を送るための知識や食習慣を習得できるよう努めます。 

  

基本目標の方向 

基本目標Ⅰ 知・徳・体の調和のとれた教育を推進し、生きる力

を持ち未来を拓く子どもを育む（学校教育） 
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項 目 
現 状  

（Ｒ２） 

目 標  

（Ｒ７） 
指標の算定方法（出典元） 

全国学力・学習状況調査※におけ

る全国平均 100 に対する相対 

 

100.7 

(*Ｒ１） 

103 
全国学力・学習状況調査結果 
（文部科学省公表値） 

学校評価※（豊かな心に関する２

項目（注））における児童生徒の

肯定回答率（％） 

96.5 97 
肯定的回答数／全回答数 
（教育委員会による学校評価） 

体力テストにおいてＴスコア※

（偏差値）が満足できると判定さ

れた項目の割合（％） 

65.3 

(*Ｒ１） 
70 

満足な項目数／全 144 項目 
（スポーツ庁公表値） 

(*Ｒ１)：新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2年度は全国学力・学習状況調査、体力テストを実施し

なかったため、令和元年度の数値を記載した。 

（注）：学校評価（豊かな心に関する２項目） 

    ○友達への思いやり（あなたは、友達を大切にしていますか。） 

    ○道徳・心の教育の充実（あなたは、自他のいのちを大切にし、感謝の気持ちを持って生活していますか。） 

 

  

成果指標 
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★は、重点的な取組 

主な取組 No. 主な事業 

１ 
子どもたちの学ぶ力を

育む 

１ 個性や能力を伸ばす教育の推進 ★ 

２ 教職員研修（主任・層別等）の充実  

３ 指導法等の研修の充実 ★ 

４ 校内研修の支援  

５ 教育課題調査・研究・開発  

６ 教育研究団体支援事業  

７ 幼児教育の充実  

８ 読書活動推進のための学校図書館の整備  

９ 市立図書館との連携事業の開催  

10 国際理解教育の推進 ★ 

11 特別支援教育※及び支援体制の充実  

12 教育支援の推進  

13 キャリア教育※の推進  

２ 
子どもたちの豊かな心を

育む 

１ 道徳教育の充実 ★ 

２ 人権教育の推進 ★ 

３ 文化・芸術体験事業の充実  

４ 体験活動の充実  

５ 郷土愛を育む教育の推進  

６ 適応指導教室※事業の推進 ★ 

７ 教育相談の充実  

３ 
子どもたちの健やかな体

を育む 

１ 学校体育の充実 ★ 

２ 運動部活動の充実  

３ 健康教育の推進  

４ 学校保健会の活動の充実  

５ 健康診断の実施と事後措置の徹底  

６ 小児生活習慣病の予防  

７ 口腔衛生事業の推進  

８ 保健室機能の充実  

９ 学校環境衛生の充実と感染症対策の徹底 ★ 

10 食に関する指導の推進  

11 学校給食の充実  

 

  

基本目標の体系 
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主な取組Ⅰ－１ 子どもたちの学ぶ力を育む 
 

 

 

■ 子どもたちの個性や資質・能力を伸ばす教育を推進し、主体的・対話的で深い学びの実現に

向けた教職員研修の充実を図ります。 

■ 指導方法を工夫改善することにより、個に応じた指導の一層の充実を図ります。 

■ 自ら進んで読書に親しむ意欲と態度を育む読書活動の充実を図ります。 

■ 言語活用能力や情報活用能力などグローバル化や現代的な諸課題に対応する能力を育成する

とともに、特別支援教育※や教育支援の充実に努めます。 
 

 

 

No. １ 事業名 個性や能力を伸ばす教育の推進 

事業概要 

○学級経営相談支援の実施 

○漢字級別認定テスト「印西漢字マスター」の実施 

○計算力認定テスト「印西計算マスター」の実施 

○社会科ワークテストの作成及び活用 

○生徒指導の機能を重視した「わかる授業」展開の推進 

○基礎学力向上のための取組の推進 

○個に応じた指導方法の工夫・改善及び指導体制の充実 

○ＩＣＴ※を活用した授業づくりの推進と支援 

○学校支援ボランティア・学生ボランティアの活用（順天堂大学、秀明大学、

日本医科大学看護専門学校等との連携） 

○教職インターンシップ「あすなろ先生」の派遣（秀明大学との連携） 

○デジタル教材の効果的な活用 
 

No. ２ 事業名 教職員研修（主任・層別等）の充実 

事業概要 

○教頭研修会の開催 

○教務主任研修会の開催 

○生徒指導担当者研修会の開催 

○情報教育研修会の開催 

○国際理解教育担当者研修会の開催 

○学校図書館担当者研修会の開催 

○体育主任研修会の開催 

○安全主任研修会の開催 

○養護教諭研修会の開催 

○特別支援教育コーディネーター※研修会の開催 

○教育相談研修会の開催 

○若年層研修会の開催 

○非常勤職員研修会の開催 

主な取組の方向 

主な事業 
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No. ３ 事業名 指導法等の研修の充実 

事業概要 

○学習指導法等に関する研修会の開催 

○教科教材研究等に関する研修会の開催 

○道徳教育授業研修会の開催 

○実技研修会の開催 

○ＩＣＴ※実技研修会及びＩＣＴ活用研修会の開催 

○特別支援教育研修会の開催 

○授業相談支援の実施 

○各種出前授業の開催 

 

No. ４ 事業名 校内研修の支援 

事業概要 ○授業研修での指導・助言  

 

No. ５ 事業名 教育課題調査・研究・開発 

事業概要 

○基礎学力調査と活用 

○教育に関する調査・研究・開発 

○研究校等、特色ある教育活動への支援 

○教材の研究開発 

○教科指導法の指導・支援 

 

No. ６ 事業名 教育研究団体支援事業 

事業概要 

○教職員による自主講座の開催 

○本市教育研究会への指導・助言 

○各研究団体の活動支援 

 

No. ７ 事業名 幼児教育の充実 

事業概要 

○幼児教育に関する様々な情報の提供 

○組織的・計画的な園内研修の推進 

○職場見学や体験を通しての交流 

○子ども発達センターや健康増進課等との連携 

○指導補助や支援のための非常勤職員の配置 

○相談支援ファイルを活用した早期就学相談の実施 
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No. ８ 事業名 読書活動推進のための学校図書館の整備 

事業概要 

○学校図書館システムの活用による学校間貸出の推進              

○計画的な図書資料の選定と購入 

○蔵書点検の実施 

○学校司書※の適切な配置 

○学校司書連絡会の定期的な開催 

 

 

No. 10 事業名 国際理解教育の推進 

事業概要 

○外国語指導助手（ＡＬＴ※）及び日本人英語教育コーディネーター※の活用 

○日本語指導員の派遣 

○小学校中学年の外国語活動及び高学年の外国語科の充実 

○小学校低学年における国際理解教育の推進 

○イングリッシュアカデミーホップ（小学３・４年生対象の英語研修会）の実

施 

○イングリッシュアカデミーステップ（小学５・６年生対象の英語研修会）の

実施 

○イングリッシュアカデミージャンプ（中学生対象の海外派遣研修）の実施 

 

No. 11 事業名 特別支援教育※及び支援体制の充実 

事業概要 

○個別の指導計画・個別の教育支援計画の作成と活用 

○学習指導員及び介助員の配置 

○校内支援体制の充実 

○定期の巡回相談の実施 

○専門家チームの活用 

○家庭、医療、関係機関等との連携 

○適応指導教室※との連携 

○特別支援教育に関する研修会の開催 

○コスモスファイル※を活用した児童生徒理解 

○インクルーシブ教育※の推進 

 

 

No. ９ 事業名 市立図書館との連携事業の開催 

事業概要 

○学校図書館担当者会議、学校司書連絡会での情報交換 

○市立図書館からの団体貸し出しの利用促進 

○スクール便貸出事業 

○図書館司書研修会の開催 
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No. 12 事業名 教育支援の推進 

事業概要 

○教育支援委員会の開催 

○早期就学相談の実施 

○関係課担当者会議の実施 

 

No. 13 事業名 キャリア教育※の推進 

事業概要 

○中学校職場体験学習（印西市生き活き体験）の実施と小学校職場見学学習の

支援 

○地域の企業、職業人との連携 

○キャリア・パスポート※への支援 

 

 

 

ＡＬＴの活動の様子 
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主な取組Ⅰ－２ 子どもたちの豊かな心を育む 

 

 

 

■ 特別の教科道徳科※を指導の要とし、「考え、議論する道徳」への転換を図り、自立した人間

として他者とともにより良く生きるための道徳性を養います。 

■ 児童生徒の個々の心身の発達や特性に即した児童生徒理解と教育相談を充実させるとともに、

いじめや不登校などへのきめ細やかな支援と組織的な対応に努めます。 

■ 幅広い音楽活動や日本の伝統芸能の鑑賞、体験活動を通して、情操教育を行います。 
 

 

 

No. １ 事業名 道徳教育の充実 

事業概要 
○道徳教育全体計画の改善と校内推進体制の充実 

○道徳教育授業実践研修会の開催 

 

No. ２ 事業名 人権教育の推進 

事業概要 

○人権教育全体計画の改善と心を育てる教育の充実 

○人権教育研修の実施 

○人権教室の開催 

○いじめに関するアンケートの定期的な実施 

○いじめ防止対策委員会の開催 

○家庭・地域や関係機関との連携による人権意識の啓発 

○多様性を尊重する人権教育の推進 

 

No. ３ 事業名 文化・芸術体験事業の充実 

事業概要 
○さわやかハートフルコンサート※の開催 

○小学校芸術鑑賞教室の開催 

 

No. ４ 事業名 体験活動の充実 

事業概要 

○奉仕等体験活動の実施 

○自然科学体験学習の実施 

○みどりの少年団※活動の推進 

○親子体験教室の実施 

 

  

主な取組の方向 

主な事業 
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No. ５ 事業名 郷土愛を育む教育の推進 

事業概要 
○各小中学校に設置している「歴史資料室」の内容の充実 

○地域資源・地域人材の活用 

 

No. ６ 事業名 適応指導教室※事業の推進 

事業概要 
○適応指導教室の充実 

○適応指導教室連絡会の実施 

 

No. ７ 事業名 教育相談の充実 

事業概要 

○面接相談・電話相談の充実 

○不登校児童生徒等の相談の充実 

○関係機関との連携 

○訪問指導の充実 

○スクールカウンセラー※等の活用 

○学校の諸問題に対する助言・指導 
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主な取組Ⅰ－３ 子どもたちの健やかな体を育む 

 

 

 

■ 学校体育の充実や部活動の支援に努め、児童生徒の体力の向上を図ります。 

■ 健康の保持増進のため健康診断、保健指導及び歯と口腔の指導を実施するとともに、学校環

境衛生の改善と感染症対策の徹底に努めます。 

■ 安心・安全で栄養バランスのとれた給食を提供するとともに、食に関する指導を推進します。 
 

 

 

No. １ 事業名 学校体育の充実 

事業概要 

○体育主任会議の開催 

○小学校駅伝競走大会の開催 

○中学校武道学習における外部指導者の活用 

○授業や大会等における順天堂大学との連携強化 

○運動に親しむ能力を育成するための授業改善指導 

○体力・運動能力調査の集計・分析 

 

No. ２ 事業名 運動部活動の充実 

事業概要 

○部活動サポート事業による指導者派遣 

○部活動補助金交付事業による経済的支援 

〇部活動の適切な運営に向けた指導・助言 

 

No. ３ 事業名 健康教育の推進 

事業概要 

○保健指導教材の整備 

○薬物乱用防止教育の推進 

○養護教諭、小児科医による「いのちの授業」の実施（中学生対象） 

○養護教諭、助産師、保健師等による性に関する指導の実施（小学６年生・中

学３年生対象） 

 

No. ４ 事業名 学校保健会の活動の充実 

事業概要 

○学校医、学校歯科医、学校薬剤師との連携 

○各部会（小児生活習慣病予防、歯科保健、アレルギー対策、感染症対策等）

及び研修会（学校薬剤師、養護教諭、栄養教諭等）の活動の支援 

○「印西市の学校保健」（小冊子）と学校保健会報の発行 

 

主な取組の方向 

主な事業 



38 

 

No. ５ 事業名 健康診断の実施と事後措置の徹底 

事業概要 

○就学前児・児童生徒の健康診断の実施 

○健康診断結果の集計と分析 

○個別指導の充実（治療勧告） 

 

No. ６ 事業名 小児生活習慣病の予防 

事業概要 

○学校医、養護教諭、栄養教諭等による小児生活習慣病予防検討部会の開催 

○小児生活習慣病予防検診の実施（小学５年生、中学１・３年生対象） 

○養護教諭、栄養教諭等による小児生活習慣病予防教室及び事後指導・個別相

談の実施 

 

No. ７ 事業名 口腔衛生事業の推進 

事業概要 
○学校歯科医、養護教諭、歯科衛生士等による学校歯科保健検討部会の開催 

○学校歯科医、歯科衛生士等による歯科相談・ブラッシング指導の実施 

 

No. ８ 事業名 保健室機能の充実 

事業概要 
○保健室の環境整備 

○健康相談の実施 

 

No. ９ 事業名 学校環境衛生の充実と感染症対策の徹底 

事業概要 

○環境衛生検査（水質検査、照度検査、空気検査等）の実施 

○学校医・学校薬剤師等との連携による衛生管理体制の整備 

○環境衛生を良好に保つための適切な消毒や清掃の実施 

  

No. 10 事業名 食に関する指導の推進 

事業概要 

○「印西市食育ミニマム※」や食に関する指導の全体計画に基づいた組織的な

指導 

○栄養教諭、養護教諭、学級担任等の連携による食育指導 

○栄養教室・食育の授業の開催（全小学校１・３年生、希望による小学校２・

４・６年生に実施） 

○小児生活習慣病予防教室の開催（小学５年生・中学１年生対象） 

○家庭・地域と連携した食育の推進 

○ちば食育ボランティア、ちば食育サポート企業※の活用 

○給食レストラン※の開催（市民対象） 
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No. 11 事業名 学校給食の充実 

事業概要 

○献立の工夫と改善 

○衛生管理の徹底 

○給食残渣
ざ ん さ

等の再資源化 

○食物アレルギーへの対策及び食物アレルギー対応給食の提供 
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基本目標 Ⅱ 子どもたちが安全で安心できる生活を送り健や
かに成長できるよう、教育環境を充実させる
（教育環境） 

 

 

当該基本目標と関連するＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

    

 

 

 

■ 市立幼稚園及び市立小中学校施設については、校舎など施設の老朽化が進行している状

況にあり、修繕、改修や学級増に対応した増築など、教育環境の充実に努めます。 

■ 幼児教育・保育の無償化等により、市立幼稚園の園児数が減少していることから、市立

幼稚園２園を１園に集約し、より良い幼児教育環境の維持に努めます。 

■ 児童生徒の就学に対する支援を行うことにより保護者の経済的負担を軽減し、教育格差

が生じないよう努めます。 

■ 小中学校の小規模化と大規模化が同時に進行していることから、より良い教育環境を整

えるため、学校規模により生じる教育指導上及び学校運営上の課題を解消し、適正な学校

規模に基づく学校の適正な配置に努めます。 

■ 国が提唱するＧＩＧＡスクール構想※に則り、情報化社会に対応した教育を推進し、児童

生徒の情報活用能力の向上を図ります。 

■ 安全・安心で信頼される学校づくりを推進するとともに、児童生徒に様々な危険に対す

る防災意識の定着を図ります。 

■ 社会に開かれた教育課程の実現に向け、学校・家庭・地域の連携や協働（コミュニティ・

スクール※）の取組を一層推進します。 

 

パソコンを活用した学習の様子  

基本目標の方向 

基本目標Ⅱ 子どもたちが安全で安心できる生活を送り健やかに成

長できるよう、教育環境を充実させる（教育環境） 



41 

 

 

 

項 目 
現 状  

（Ｒ２） 

目 標  

（Ｒ７） 
指標の算定方法（出典元） 

学校評価※（家庭・地域連携に関

する項目について（注 1））にお

ける保護者の肯定的回答率（％） 

65(*) 81 
肯定的回答数／全回答数 
（教育委員会による学校評価） 

学校評価（家庭・地域連携に関す

る項目について（注 2））におけ

る児童生徒の肯定的回答率（％） 

77(*) 88 
肯定的回答数／全回答数 
（教育委員会による学校評価） 

学校評価（学校の施設・設備に関

する項目について（注 3））にお

ける保護者・児童生徒・教職員の

肯定的回答率（％） 

79 80 
肯定的回答数／全回答数 
（教育委員会による学校評価） 

（*）：令和２年度は、新型コロナウイルス感染症予防のため、家庭・地域と連携した活動を控えた影響がある。 

（注 1）：学校評価（家庭・地域連携に関する項目について：保護者） 

    ○家庭や地域との連携・協力（学校は、市の地域や環境・施設・人材を教育活動に活かしていると思いま

すか。） 

（注 2）：学校評価（家庭・地域連携に関する項目について：子ども） 

    ○家庭や地域との連携・協力（保護者や地域の方と行う活動は充実していますか。） 

（注 3）：学校評価（学校の施設・設備に関する項目について：保護者・児童生徒・教職員） 

    ○施設設備の改善・充実（学校の施設・設備は整っていると思いますか。） 

 

★は、重点的な取組 

主な取組 No. 主な事業 

１ 教育環境整備の充実 

１ 安全な学校・幼稚園施設等の充実 ★ 

２ 就学援助※の充実  

３ 修学旅行費補助事業  

２ 
学校の適正規模・適正配

置の推進 
１ 学校の適正規模・適正配置の推進 

 

３ 
情報化社会に対応した教

育の推進 

１ ＩＣＴ※環境の整備と活用  

２ 情報教育の推進 ★ 

４ 信頼される学校づくり 

１ 安全教育の充実  

２ 児童生徒・園児の安全確保  

３ 通学路の安全確保  

４ 学校管理下における災害共済給付  

５ 学校情報公開と地域の連携 ★ 

６ 働き方改革の推進  
  

成果指標 

基本目標の体系 
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主な取組Ⅱ－１ 教育環境整備の充実 

 

 

 

■ 施設の改修や学級増に対応した増築など、教育環境の充実を図ります。 

■ 児童生徒の就学などに対する支援を行うことにより保護者の経済的負担を軽減し、教育格差

が生じないよう経済的支援の充実を図ります。 

 

 

 

No. １ 事業名 安全な学校・幼稚園施設等の充実 

事業概要 

○小中学校、幼稚園施設の大規模改修工事及び校舎増築工事 

○学校給食センター老朽化への対応 

○管理・教材備品等の整備 

 

No. ２ 事業名 就学援助※の充実 

事業概要 
○経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に就学援助を実

施 

 

No. ３ 事業名 修学旅行費補助事業 

事業概要 ○小中学校が実施する修学旅行に際し、保護者が負担する費用の一部を補助 

 

 

 

  

主な取組の方向 

主な事業 
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主な取組Ⅱ－２ 学校の適正規模・適正配置の推進 

 

 

 

■ 学校規模により生じる教育指導上及び学校運営上の課題を解消し、より良い教育環境の整備

と教育の質の向上を図るため、通学距離や地域特性などに配慮しながら、学校の適正規模・適

正配置を推進します。 

 

 

 

No. １ 事業名 学校の適正規模・適正配置の推進 

事業概要 

○学校適正規模・適正配置基本方針における検討対象校の適正化に向けた検討

と調整 

○学校適正配置審議会の開催 

 

 

 

 

 

  

主な取組の方向 

主な事業 
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主な取組Ⅱ－３ 情報化社会に対応した教育の推進 

 

 

 

■ ＩＣＴ※環境を活用し、情報発信、文書の電子化・共有化、校務の効率化に努めます。 

■ ＩＣＴ環境を安全に活用できるよう、適正な運用管理やＩＣＴ活用に関する研修の実施に努

めます。 

■ 児童生徒が適切な情報を選択し活用することができるよう、情報モラル教育を含めた、情報

活用能力を高める教育を推進します。 

 

 

 

No. １ 事業名 ＩＣＴ環境の整備と活用 

事業概要 

○教科指導用ＩＣＴ関連環境整備の充実 

○校務システムの機能の充実 

○校務システムを活用した学籍、成績、保健等の校務情報化の推進 

○公簿や文書、教育情報の電子化の推進 

○各システムやサーバー・端末等の適正な運用管理 

○学校間グループウェア※と文書管理システムを活用した教育関係資料・各種

文書の電子化及び共有化 

○学校ホームページ及びメール配信システムの広報的機能強化 

○学校図書館システムの活用推進 

 

No. ２ 事業名 情報教育の推進 

事業概要 

○ＳＮＳ※等対応ネットリテラシー教育※の充実 

○情報セキュリティポリシー※遵守の徹底 

○教育ＣＩＯ※の配置、ヘルプデスクの設置 

○教育資料の収集・活用・提供 

○教育センターホームページによる教育広報推進 

○教科等、情報教育、プログラミング教育※におけるＩＣＴ活用に関する研修

の実施及び各学校への出前講座実施 

 

 

  

主な取組の方向 

主な事業 
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主な取組Ⅱ－４ 信頼される学校づくり 

 

 

 

■ 生活全般を通して、危険を予測・回避し、自らの安全を守る的確な行動がとれるとともに、

自他共に安全に生活する態度の育成に努めます。 

■ 家庭や地域に対して、ホームページや各種お便りを活用して学校の状況を積極的に情報発信

するなど、学校・家庭・地域の連携・協働を推進します。 

■ 教職員が心身ともに健康を保つことができる環境を整え、子どもたちの成長に必要な、効果

的な教育活動を持続的に行うことができるように学校における働き方改革を推進します。 

 

 

 

No. １ 事業名 安全教育の充実 

事業概要 

○交通安全教室の実施（市立幼稚園・小中学校対象） 

○防犯教室の実施（市立幼稚園・小中学校対象） 

○避難訓練の実施（市立幼稚園・小中学校対象） 

 

No. ２ 事業名 児童生徒・園児の安全確保 

事業概要 

○学校安全に関する計画やマニュアルの見直しと定期的な施設点検の実施に

関する指導・助言 

○防犯ブザーの貸与（小学新入生対象） 

○自転車通学用ヘルメット貸与（小・中学新入生対象） 

○メール配信システムの活用（市立幼稚園・小中学校等） 

○防災行政無線を活用しての見守り活動の推進 

○安全主任等研修会の開催 

○こども１１０番※の家の推進 

○台風・雷雨・竜巻等自然災害対応安全指導の充実 

○理科薬品の安全管理の指導 

 

No. ３ 事業名 通学路の安全確保 

事業概要 

○印西市通学路交通安全プログラムに基づいた通学路安全点検の実施と関係

課、関係機関との連携・対応 

○児童・保護者・教師等の点検による全小学校区の安全マップの更新及び関係

機関への配布 

 

  

主な取組の方向 

主な事業 
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No. ４ 事業名 学校管理下における災害共済給付 

事業概要 
○日本スポーツ振興センター災害共済給付制度への加入の推奨 

○災害給付手続きに関する学校への情報提供及び指導 

 

No. ５ 事業名 学校情報公開と地域の連携 

事業概要 

○学校ホームページを活用した学校広報の充実 

○教育センターホームページを活用した各学校の取組の共有化 

○地域人材の活用（学校・家庭・地域の連携） 

○学校評価による学校教育の改善 

○学校公開授業の推進 

 

No. ６ 事業名 働き方改革の推進 

事業概要 

○教職員の勤務状況の把握及び改善の指導・助言 

○校務支援システム※の活用促進 

○オンライン会議※の促進 

 

 

交通安全教室の様子  
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基本目標 Ⅲ 市民が様々な文化や芸術に触れることができる
とともに、先人の残した文化遺産の価値や意義
を次世代に適切に継承する（文化・芸術） 

 

 

 

 

当該基本目標と関連するＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

  

 

 

 

■ 市民一人ひとりが、優れた文化・芸術に接する機会を拡大するとともに、市民の文化・

芸術活動の一層の活性化を図るため、市民がより活動しやすい環境づくりや次世代の育成

に努めます。 

■ 地域の伝統芸能や歴史、文化財の保護・活用を図り、次世代に継承していく取組を一層

推進します。 

■ 印西市史編さん事業方針に基づき、引き続き市史編さん事業を進め、市史の刊行とその

普及・啓発を図ります。 

 

 

平岡の獅子舞 

 

  

基本目標の方向 

基本目標Ⅲ 市民が様々な文化や芸術に触れることができるとと

もに、先人の残した文化遺産の価値や意義を次世代

に適切に継承する（文化・芸術） 
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項 目 
現 状  

（Ｒ２） 

目 標  

（Ｒ７） 
指標の算定方法（出典元） 

文化・芸術に関して満足している
人の割合（％） 

28.7 39 
「満足」と「やや満足」の合計 
（市民満足度・重要度調査結果） 

無形民俗文化財の指定数（件） 6 6 
実績値 
（生涯学習課調べ） 

文化財の指定件数（件） 49 49 
実績値 
（生涯学習課調べ） 

文化ホールの自主事業※数 

（事業） 

6 

(*Ｒ１) 
12 

実績値 
（生涯学習課調べ） 

(*Ｒ１):令和２年１月～令和３年４月まで、大規模改修のため文化ホール（大ホール）が休館であったため、令

和元年度の数値を記載した。 

 

 

★は、重点的な取組 

主な取組 No. 主な事業 

１ 文化・芸術活動の推進  

１ 文化・芸術事業の充実  

２ 文化・芸術活動の支援 ★ 

３ 子どもたちの文化・芸術活動の充実  

４ 文化・芸術活動を支える人材育成の推進  

２ 文化財の保護・活用の推進 

１ 指定文化財保護事業 ★ 

２ 文化財基礎調査事業  

３ 埋蔵文化財の保護事業  

４ 文化財の活用事業 ★ 

５ 印旛歴史民俗資料館運営事業  

６ 郷土資料の収集・保存・展示 ★ 

３ 
市史編さん事業や地域史

料の保存 

１ 市史編さん事業 ★ 

２ 地域史料の保存及び活用  

３ 歴史公文書の収集、整理保管  

  

成果指標 

基本目標の体系 
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主な取組Ⅲ－１ 文化・芸術活動の推進 

 

 

 

■ 市民の自主的な文化・芸術活動への支援を行い、文化・芸術に触れる機会の拡充を図ります。 

■ 地域の人材の活用を積極的に行い、同時に地域文化の担い手の育成に取り組みます。 

■ （仮称）千葉ニュータウン中央駅圏複合施設に芸術ホールやアートギャラリーを整備し、文

化・芸術活動の振興を図ります。 

 

 

 

No. １ 事業名 文化・芸術事業の充実 

事業概要 ○文化ホール主催事業等の実施 

 

No. ２ 事業名 文化・芸術活動の支援 

事業概要 

○市民文化祭の実施 

○市民の地域文化活動への支援 

○文化・芸術団体活動への支援 

○文化・芸術情報の提供 

○芸術ホール及びアートギャラリーの整備 

 

No. ３ 事業名 子どもたちの文化・芸術活動の充実 

事業概要 ○文化・芸術活動体験の実施 

 

No. ４ 事業名 文化・芸術活動を支える人材育成の推進 

事業概要 ○芸術文化協会と連携し、地域の文化・芸術活動を支える人材育成を支援 

  

主な取組の方向 

主な事業 
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主な取組Ⅲ－２ 文化財の保護・活用の推進 

 

 

 

■ 郷土伝統文化の継承・公開や史跡整備・活用事業などを通して、文化財の保護・活用を推進

していきます。 

■ 展示資料の充実と活用を図るため、印旛歴史民俗資料館を木下交流の杜歴史資料センターへ

集約することについて、新たな歴史文化施設の整備を含めて検討を行います。 

 

 

 

No. １ 事業名 指定文化財保護事業 

事業概要 

○有形文化財、史跡及び天然記念物の保存 

○無形民俗文化財の継承支援 

○文化財の普及啓発 

 

No. ２ 事業名 文化財基礎調査事業 

事業概要 ○仏像調査・石造物調査の実施、調査報告書刊行準備 

 

No. ３ 事業名 埋蔵文化財の保護事業 

事業概要 

○市内主要遺跡調査の実施 

○埋蔵文化財の取扱い事務及び埋蔵文化財包蔵地の保護 

○道作古墳群等の活用事業の推進 

 

No. ４ 事業名 文化財の活用事業 

事業概要 

○有形文化財、史跡及び天然記念物の活用 

○無形民俗文化財の公開 

○埋蔵文化財の活用 

 

No. ５ 事業名 印旛歴史民俗資料館運営事業 

事業概要 

○市域の考古、歴史、民俗等の資料の収集・保管・調査・研究及び成果の公表 

○常設展示の実施 

○講座及び体験型事業の実施 

 

No. ６ 事業名 郷土資料の収集・保存・展示 

事業概要 
○分散化した歴史的資料の集約化の検討 

○集約化に伴う新たな歴史文化施設の検討 

主な取組の方向 

主な事業 
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主な取組Ⅲ－３ 市史編さん事業や地域史料の保存 

 

 

 

■ 本市の歴史を記述した市史を刊行することにより郷土意識の涵養
かんよう

※を図ります。また、市民の

活動などを記録した地域史料を次の世代に引き継ぐため、地域史料の保存と活用を図ります。 

 

 

 

No. １ 事業名 市史編さん事業 

事業概要 

○市史刊行に向けた資料収集・調査等の実施 

○市史講座等の実施 

○市史の刊行 

○市史刊行物の頒布 

 

No. ２ 事業名 地域史料の保存及び活用 

事業概要 

○木下交流の杜歴史資料センターの管理・運営 

○古文書等の調査及び収集 

○古文書等の整理及び保存、活用 

 

No. ３ 事業名 歴史公文書の収集、整理保管 

事業概要 ○歴史公文書の引継、整理保管 

 

 

市史編さん講座の様子（木下交流の杜歴史資料センター） 

  

主な取組の方向 

主な事業 
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基本目標 Ⅳ 市民が生涯を通して学ぶことができるとともに、
地域で子どもたちを守り育てる（生涯学習・青少
年健全育成） 

 

 

 

当該基本目標と関連するＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

  

 

 

 

■ 市民一人ひとりが生涯を通して学ぶことのできる環境の整備、多様な学習機会の提供を

図ります。 

■ 少子高齢化やライフスタイルの多様化により、生涯学習に対する市民のニーズも変化し

ていることから、学習メニューの充実や開講日時の工夫により幅広い年齢層の参加促進を

図るとともに、効果的な学習サービスの提供体制の構築に努めます。 

■ 市内にある６館の図書館は、それぞれ創意工夫による運営と蔵書の整備を行っています

が、地域の情報やコミュニティの拠点の一つとして機能できるよう、また、どなたにも対

応できるよう図書館サービスの充実を図ります。 

■ 核家族化の進行、地域とのつながりの希薄化により、家庭や地域を含む社会全体の教育

力の向上が課題となっていることから、青少年の健やかな成長を目指し、家庭教育学級、

地域ぐるみさわやかコミュニティ推進事業、コミュニティ・スクール※などを通して、家庭

教育の充実や学校・家庭・地域との連携・協働の推進に努めます。 

■ 放課後子ども教室では、地域の方々の参画を得て、子どもたちに勉強やスポーツなどの

機会を提供していますが、さらなる充実を図り、子どもたちが放課後に安全・安心に過ご

せる居場所づくりを推進します。 

 

  

基本目標の方向 

基本目標Ⅳ 市民が生涯を通して学ぶことができるとともに、地

域で子どもたちを守り育てる 

（生涯学習・青少年健全育成） 
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項 目 
現 状  

（Ｒ２） 

目 標  

（Ｒ７） 
指標の算定方法（出典元） 

生涯学習に関して満足している

人の割合（％） 
28.4 39 

「満足」と「やや満足」の合計 
（市民満足度・重要度調査結果） 

図書館個人登録率（％） 25.4 31 
図書館登録者数／印西市人口 
（生涯学習課調べ） 

公民館の貸部屋の年間利用率 

（％） 

 

38.7 

(*Ｒ１） 

45 
年間利用コマ数／年間利用可能 
コマ数（午前・午後・夜間） 
（生涯学習課調べ） 

(*Ｒ１):令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため休館した日が多かったため、令和元年度数値を記

載した。 

 

 

★は、重点的な取組 

主な取組 No. 主な事業 

１ 多様な学習機会の提供 

１ 生涯学習情報の提供  

２ 市民アカデミー※の充実 ★ 

３ 公民館・地域交流館主催事業の充実  

４ 生涯学習まちづくり出前講座の実施  

５ 産学官民の連携・協力     

６ 社会教育関係団体の支援 ★ 

２ 図書館サービスの充実 
１ 図書館サービスの充実 ★ 

２ 子ども読書活動の推進  

３ 生涯学習施設の整備・充実 １ 生涯学習環境の整備・充実 ★ 

４ 
家庭と地域の教育力向上と

青少年の健全育成 

１ 家庭教育学級の充実 ★ 

２ こども１１０番※の家の推進  

３ 青少年健全育成大会の実施  

４ 
地域ぐるみさわやかコミュニティ推進事

業の充実 

 

５ 放課後子ども教室※の推進  

６ 二十歳を祝う会の実施  

  

成果指標 

基本目標の体系 



54 

 

主な取組Ⅳ－１ 多様な学習機会の提供 

 

 

 

■ 生涯学習ガイドやホームページなどにより生涯学習情報を提供し、市民の関心や参加意欲の

向上に努めるとともに、市民アカデミー※や出前講座、各公民館主催事業で市民の学習ニーズや

年齢層に合わせた多種多様な学習機会を提供していきます。なお、学習機会の提供にあたって

は、人づくり、地域づくりにつながる学習内容を工夫し、学習成果が地域に還元されるよう努

めていきます。 

■ 大学や企業などとの連携・協力した事業を展開し、市民の学習機会を充実させます。 

 

 

 

No. １ 事業名 生涯学習情報の提供 

事業概要 
○生涯学習ガイドの発行 

○生涯学習ガイド冊子の内容を市ホームページで提供 

 

No. ２ 事業名 市民アカデミーの充実 

事業概要 
○市民アカデミーの充実 

○公民館・地域交流館などの事業での活用の充実 

 

No. ３ 事業名 公民館・地域交流館主催事業の充実 

事業概要 

○市民ニーズや社会的課題をとらえた事業の実施 

○子ども対象事業の充実 

○大人対象事業の充実 

○団体や行政等との共催事業の充実 

 

No. ４ 事業名 生涯学習まちづくり出前講座の充実 

事業概要 
○学習機会を増やし、市民参画のきっかけとなる生涯学習まちづくり出前講座

の充実 

 

No. ５ 事業名 産学官民の連携・協力 

事業概要 
○大学などの高等教育機関や企業などとの連携・協力 

○市民・市民団体との連携・協力 

 

No. ６ 事業名 社会教育関係団体の支援 

事業概要 
○社会教育関係団体の支援・連携強化 

○ボランティアの育成や地域で活動する個人・団体のネットワーク化の推進 
 

主な取組の方向 

主な事業 
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主な取組Ⅳ－２ 図書館サービスの充実 

 

 

 

■ 地域における情報やコミュニティの拠点として市民生活に役立つ施設となるよう従来の来館

型サービスのほか、電子書籍の提供など非来館型サービスの充実を図り、図書館の利用を促進

します。また、誰でも利用しやすい環境の整備に向け、施設設備の在り方などについて調査・

研究していきます。 

■ 子どもの読書活動を推進するため、読書活動を深める機会の提供や読書環境の整備・充実に

努めます。 

 

 

 

No. １ 事業名 図書館サービスの充実 

事業概要 

○資料の収集・管理及び提供 

○レファレンスサービス※事業の充実 

○電子書籍の提供など非来館型サービスの充実 

 

No. ２ 事業名 子ども読書活動の推進 

事業概要 

〇読書活動を深める機会の提供・充実 

〇読書環境の整備・充実 

〇読書活動に関する情報の普及・啓発 

 

 

  

主な取組の方向 

主な事業 



56 

 

主な取組Ⅳ－３ 生涯学習施設の整備・充実 

 

 

 

■ 生涯学習施設を計画的に改修または効果的な整備を進めることで機能の充実を図ります。 

■ 継続的な企画・事業の実施に取り組み、地域の実情に合ったサービスを展開していきます。 

 

 

 

No. １ 事業名 生涯学習環境の整備・充実 

事業概要 

○公民館や地域交流館、図書館の適正な維持・改修 

○生涯学習施設の充実 

○社会教育主事の配置 

○小林公民館保全改修実施 

○本埜公民館保全改修実施 

○印旛公民館移転及び複合化の検討 

○中央公民館移転及び複合化の検討 

 

 

 

 

  

主な取組の方向 

主な事業 
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主な取組Ⅳ－４ 家庭と地域の教育力向上と青少年の健全育成 

 

 

 

■ 家庭教育学級の開設や講座の開催により、家庭における教育力の向上を図ります。また、子

どもの発達・成長段階に応じた情報の提供や課題の解決に向けた自発的な取組を支援します。 

■ 子どもたちを地域ぐるみで守り育てるために、学校・家庭・地域との連携を推進し、青少年

の健全な育成を図ります。 

 

 

 

No. １ 事業名 家庭教育学級の充実 

事業概要 

○各幼稚園・小中学校での家庭教育学級の開設 

○家庭教育学級主事会議の開催 

○家庭教育学級運営委員研修会の開催 

○家庭教育指導員の配置 

 

No. ２ 事業名 こども１１０番※の家の推進 

事業概要 
○こども１１０番運営委員会などの支援 

○こども１１０番ステッカー・看板の提供 

 

No. ３ 事業名 青少年健全育成大会の実施 

事業概要 ○社会を明るくする運動との共催による青少年健全育成大会の実施 

 

No. ４ 事業名 地域ぐるみさわやかコミュニティ推進事業の充実 

事業概要 
○中学校区ごとに学校や地域で活動する団体が協力し、コミュニティづくりと

生活環境の整備を図る地域ぐるみさわやかコミュニティ推進事業の支援 

 

No. ５ 事業名 放課後子ども教室※の実施 

事業概要 ○放課後子ども教室の実施 

 

No. ６ 事業名 二十歳を祝う会の実施 

事業概要 ○当該年度に 20歳となる方々の企画・運営による二十歳を祝う会の実施 

 

主な取組の方向 

主な事業 
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第４章  計画の推進 

 

第１節 計画の推進体制 

第２節 計画の進行管理 
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第１節 計画の推進体制 
 

本計画を推進するためには、教育に関わるすべての者が、それぞれが担う基本的な役割と

責任を自覚し、相互に連携し協力して取り組む必要があります。 

 

１ 関係機関等との連携 

 

近年、子どもを取り巻く課題は複雑化、多様化しており、子どもの権利や福祉、地域づく

りなどをはじめとした様々な観点から課題の解決を図っていく必要があります。また、市民

の生涯にわたる学びにつながる取組は、子育て支援や、スポーツ・文化の普及・促進、環境教

育の推進、国際化の推進など様々な分野にわたります。 

こうしたことから、各施策を具体的に進めていくため、教育委員会では、市長部局をはじ

め、国や千葉県、学校・家庭・地域・大学などの教育機関及び企業や関係団体と連携して取り

組みます。 

 

２ 市民との連携 

 

未来を担う子どもを育み、市民一人ひとりが生涯にわたる学びを実践するためには、地域

全体で子どもの成長と自立、市民の学びを支えていくことが必要です。 

そのため、本計画の推進にあたっても、家庭・地域住民、ボランティアなどの多様な主体

の協力と参画を得て、地域全体で、教育のさらなる充実を目指します。 

 

３ 庁内の連携 

 

本計画では、学校教育、生涯学習、文化・芸術の各々の分野の充実を目指すとともに、施策

の効果を高めるため、事業の実施にあたっては、関係課が連携して取り組みます。 
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第２節 計画の進行管理 
 

１ 点検・評価の実施 

 

本計画の各事業を効果的かつ確実に推進するためには、定期的に進捗状況や効果などの進

行管理を行う必要があります。 

そのため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26条の規定に基づき、毎年実施す

る「教育に関する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価」の中で、本計画で示し

た事業について進行管理を実施します。 

また、その結果について報告書を市議会に提出するとともに、市民に公表します。 

 

 

２ フォローアップの実施 

 

本計画は、ＰＤＣＡサイクルによるマネジメントを基本に、フォローアップを実施し、着

実に推進します。 

「ＰＬＡＮ（計画）」では、上位・関連計画を踏まえ、庁内組織、本計画策定委員会の協議

を経て、本計画を策定します。また、策定した計画を基に年度ごとの実施計画である「印西

市の教育施策」を策定します。 

「ＤＯ（実施）」では、市民、関係団体、企業、大学、市などが連携して地域全体で取り組

みます。 

「ＣＨＥＣＫ（検証）」では、毎年度、教育施策の点検・評価を実施し、次年度以降へ向け

て施策の方向性を検討します。 

「ＡＣＴＩＯＮ（改善）」では、点検・評価の結果や法令の改正などを踏まえ、「印西市の教

育施策」を必要に応じて見直します。 
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市民、関係団体、 

企業、大学、市等が 

連携して 

地域全体で取り組む 

 

 

〔フォローアップのイメージ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＰＬＡＮ 

（計画） 

年度ごとの教育施策の策定 

ＤＯ 

（実施） 

ＡＣＴＩＯＮ 

（改善） 

必要に応じ 

教育施策を 

見直し 

ＣＨＥＣＫ 

（検証） 

教育施策の点検・評価 

教育振興基本計画の策定 
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資料編 
 

１ 用語解説 

 

２ 印西市教育振興基本計画の検討組織の設置に

関する要綱 

３ 印西市教育振興基本計画策定委員会委員名簿 

４ 計画策定の経過  
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１ 用語解説 
 

アルファベット 

ＡＬＴ Ａssistant Ｌanguage Ｔeacher の略称。外国語を母国語とする外国語指導

助手のこと。市立小中学校に配置し、外国語活動や外国語（英語）科の授業時

間及び全教育活動を通して英語教育を推進している。 

ＧＩＧＡスクール・

ＧＩＧＡスクール構

想 

Ｇlobal and Ｉnnovation Ｇateway for Ａll の略称。児童生徒に１人１台

のパソコンと高速大容量通信ネットワーク環境を一体的に整備することで、

子どもたちを誰一人取り残すことなく、それぞれの個性や能力をより一層育

成する構想。 

ＩＣＴ Ｉnformation and Ｃommunication Ｔechnology（情報通信技術）の略称。パ

ソコンやタブレットなどでインターネット技術の活用を図ること。 

ＳＮＳ Ｓocial Ｎetworking Ｓervice の略称。ソーシャル・ネットワークともいう。

個人間のコミュニケーションにより社会的なネットワークを構築するインタ

ーネットを利用したサービスのこと。代表的なものに LINE、Twitter、

Facebook、Instagram などがある。 

Ｔスコア 児童生徒の体力テストにおける結果の偏差値のことで、集団の平均からどの

程度ずれているかを示す数値。 

ア 行 

アクティブ・ラーニ

ング 

子どもたちの認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験などの汎用的能

力の向上や育成を目的として行う、発見学習、問題解決学習、体験学習、調査

学習などの学習方法。文部科学省が平成 29 年に公示した「新しい学習指導要

領の考え方」にも、アクティブ・ラーニングの視点を取り入れた各学校の授業

の改善、推進について記載がされている。 

インクルーシブ教育 

システム  

障害のある人と障害のない人が可能な限り、ともに学ぶ仕組みのこと。 

印西市食育ミニマム 児童生徒の望ましい食習慣の形成を目指し、発達段階に応じた食育を継続し

て計画的に行うための本市が独自に作成した指導活用資料。 

オンライン会議 パソコンやスマートフォンなどの各種機器を用い、インターネットを通じて

離れた場所にいる相手と、時間を問わずに顔を合わせてコミュニケーション

をとれるシステム。ウェブ会議とも言われる。 

カ 行 

学習指導要領 全国どこの学校で教育を受けても一定の教育水準を確保できるよう各教科等

の目標や内容等を文部科学省が定めているもので、教科書や学校での指導内

容の基準となるもの。平成 30 年（2018 年）に改訂され、小学校は令和２年

度（2020 年度）、中学校は令和３年度（2021 年度）から全面実施となった。 

学校間グループウェ

ア 

教育委員会や学校間の情報共有や、教職員同士のコミュニケーションが容易

に行える校務支援ツール。 

学校司書 学校図書館の運営を支援し、児童生徒及び教員による学校図書館の利用・活用

の一層の促進に資する専門職。 
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学校評価 各学校が自らの教育活動やそのほかの学校運営について目指すべき目標を設

定し、その達成状況や達成に向けた取組について評価すること。学校経営計画

と連動して計画的に実施し、評価結果の説明を通して、学校関係者の理解を得

るとともに、自校の教育活動の一層の充実・改善を行う。 

涵 養
かんよう

 自然に水がしみこむように徐々に教え養うこと。だんだんに養い育てること。 

キャリア教育 望ましい勤労観・職業観及び職業に関する知識や技能を身に付けさせるとと

もに、自己の個性や適性を理解し、主体的に進路を選択する能力や態度を育て

る教育。 

キャリア・パスポー

ト 

児童生徒が、小学校から高等学校までのキャリア教育に関わる諸活動につい

て、特別活動やホームルーム活動を中心として、各教科等と往還し、自らの学

習状況やキャリア形成を見通しながら、自身の変容や成長を自己評価できる

よう工夫されたファイルのこと。 

給食レストラン 学校給食に対する市民の理解を深めるために実施する、市民への学校給食の

試食会のこと。 

教育ＣＩＯ 教育の情報化（教育委員会、学校など全体）を統括する者のこと。ＣＩＯは、

Ｃhief Ｉnformation Ｏfficer の略称。 

校務支援システム 学校における事務処理の効率化と教育の質の向上・学校経営の改善を目的と

した、各教科におけるＩＣＴ※活用、校務の情報化を図るためのシステム。 

コスモスファイル 子どもの特性に合った支援が受けやすくなるよう、子ども発達センターや保

育園、幼稚園、小学校、中学校等で受けた相談や指導の記録をまとめたもの。 

子ども・子育て関連

３法 

「子ども・子育て支援法」、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」、「子ども・子育て支援法

及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の３

法のことであり、『子ども・子育て支援新制度』の根拠法令のこと。 

こども１１０番 子どもが犯罪等の被害に遭ったり、遭いそうになった時、地域の家庭や事業所

等に助けを求めて駆け込むことができるよう、ステッカーや看板を掲示して、

子どもたちを犯罪から守り、被害を最小限に食い止めようとする運動のこと。 

コミュニティ・スク

ール 

地域住民や保護者等の学校運営への参画を通じて、一層地域に開かれ、信頼さ

れる学校とするため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47 条の

５の規定による学校運営協議会を設置する学校。 

サ 行 

さわやかハートフル

コンサート 

印西市で毎年開催されるコンサートで、小中学生による吹奏楽や合唱の発表

が行われる。 

指定管理者制度 住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の

施設について、民間事業者等が有する技術を活用することにより、住民サービ

スの質の向上を図り、施設設置の目的を効果的に達成するための制度。 

市民アカデミー 市民の生涯にわたる学習を支援し、学びあいによる仲間づくりを進め、学習成

果を活かし、まちづくりに生きがいを持って取り組むことのできる人材の育

成を目的として、印西市立公民館及び中央駅前地域交流館で実施されている。 
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就学援助 経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費、

通学費、修学旅行費、給食費等の援助を行う制度。 

情報セキュリティポ

リシー 

情報漏洩やウイルスなどの脅威から情報資産を守ることを目的に、組織にお

いて実施する情報セキュリティ対策の方針や行動指針のこと。 

スクールカウンセ

ラー 

臨床心理士等の資格をもち、小中学校に配置され、配置校の校長の指揮監督の

下に、児童生徒のカウンセリング及びそれらに関する教職員や保護者への助

言や援助等の職務を行う。 

全国学力・学習状況

調査 

全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握するとともに、その分析をするこ

とで、今後の教育施策の改善を図ることなどを目的として実施される調査で、

小学６年生、中学３年生の児童生徒を対象にしている。 

総合教育会議 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の４に基づき、市長と教育

委員会が公開の場で意見の交換や議論を行い、教育に関する課題等を共有し、

より一層市民の声を反映した教育行政の推進を図るために設置するもの。 

タ 行 

地域学校協働活動 地域の高齢者、成人、学生、保護者、ＰＴＡ、ＮＰＯ、民間企業、団体・機関

等の幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を

支えるとともに「学校を拠点とした持続可能な地域づくり」を目指して、地域

と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動。 

ちば食育ボランティ

ア、ちば食育サポー

ト企業 

「ちば食育ボランティア」は、学校教育や地域活動の場で「食」や「農林水産」

に関する知識や経験などの講話や、郷土料理などの調理実習、農業体験の受け

入れなど、千葉県に登録したボランティアのこと。「ちば食育サポート企業」

は、企業が独自に行う食育活動、または、公的機関や「ちば食育ボランティア」

が実践する「食育」活動に支援・協力する企業として、千葉県に登録した企業

のこと。見学の受け入れ、講師の派遣、物資の提供などを行う。 

適応指導教室 長期で欠席している児童生徒やその保護者のための手助けになるよう設置さ

れたもの。在籍校や総合教育相談、登校支援チーム等と連携して、本人の状態

に応じた学習や相談を行い、学校復帰を支援する場所。 

特別支援教育 障害のある幼児・児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援す

るという視点に立ち、幼児・児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、そ

の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指

導及び必要な支援を行うもの。 

特別支援教育コー

ディネーター 

障害のある幼児・児童生徒、その障害に対する教職員の理解を高め、一人ひと

りの子どものニーズに応じた教育を実施するために、各校・園内で中心となっ

て校内・園内の研修の企画・運営や教育相談の窓口などの役割を担うもの。 

特別の教科道徳科 各教科、総合的な学習の時間や特別活動等、学校教育全体で行われる道徳教育

の「要」として位置づけられる授業。小中学校各学年年間 35 時間（小学１年

生は 34 時間）実施することとなっている。 

ナ 行 

日本人英語教育コー

ディネーター 

指導案作成や教材選び、学校・クラスの実態やニーズに合わせた指導手法を提

案するなど、英語教育における授業づくりの支援を行う。 
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ネットリテラシー教

育 

インターネットの情報や事象を正しく理解し、それを適切に判断、運用できる

能力を育てる教育。メディアリテラシー教育ともいう。 

ハ 行 

パブリックコメント 市民の市政への参画を進め、市民とのパートナーシップによる市政を推進す

ることを目的に、市が計画を策定する場合などに、あらかじめ市の原案に対す

る市民の意見を聞くこと。 

プログラミング教育 コンピュータプログラムの体験を通じて論理的思考力を育成する教育。 

文化ホールの自主

事業 

アーティストのコンサートや演劇など、文化ホール等において印西市が自主

的に開催する催事。文化芸術に関する関心を高め、芸術文化活動に取り組む人

を増やすための普及・育成や、様々な芸術や文化に対する鑑賞意欲に応える文

化振興などを目的に実施されている。 

放課後子ども教室 

 

地域の人材やボランティアの参画を得て、放課後や土日、夏休み等に小学校の

施設を活用し、子どもたちに安全で安心な居場所を提供している事業。大人た

ちが見守る中で、子どもたちが放課後の校庭や教室などを利用して自由に活

動する他、学習や体験等、学校ごとの特色を活かした取組を行っている。 

マ 行 

みどりの少年団 自然に親しみ育む活動を通じて、健康で心豊かな人間性と、活動により責任と

協力の心を培い、明るい社会人に育つことを願って結成された。公益社団法人

千葉県緑化推進委員会の事業。 

無線ＬＡＮ 同一の敷地または建物内等に構築されたネットワークを、無線でつなぐシス

テムのこと。主にパソコンやタブレット、スマートフォンなどを接続して使用

する。「ＬＡＮ」は、Ｌocal Ａrea Ｎetwork の略称。 

ヤ 行 

幼稚園教育要領 小学校入学前までの児童が日本全国どこに住んでいても同じ水準の教育を受

けられるよう、学校教育法に基づいて定められた教育基準であり、指導内容の

基準となるもの。平成 29 年に改訂され、平成 30 年に施行された。 

ラ 行 

レファレンスサービ

ス 

図書館において、利用者が知りたい資料や情報を、図書・雑誌・新聞・電子情

報などから探すための案内、資料提供や情報提示により調べもののサポート

をするサービス。 
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２ 印西市教育振興基本計画の検討組織の設置に関する要綱 
 

○印西市教育振興基本計画策定委員会設置要綱  

令和３年３月 24日教育委員会告示第４号  
 

（設置） 

第１条 印西市教育振興基本計画（教育基本法（平成 18年法律第 120号）第

17条第２項に規定する教育の振興のための施策に関する基本的な計画

をいう。以下同じ。）の策定に当たり、市民の意見や専門的な見地から

の意見を反映させるため、印西市教育振興基本計画策定委員会（以下「策

定委員会」という。）を設置する。  
 

（所掌事務）  

第２条  策定委員会は、印西市教育振興基本計画に定める内容について、

検討を行い、印西市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に提言

を行うものとする。  
 

（組織） 

第３条 策定委員会は、 10人以内の委員で組織する。  
 

（委員） 

第４条 策定委員会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者  

(２) 学校教育関係者  

(３) 市ＰＴＡ関係者  

(４) 生涯学習関係者  

(５) 公募による市民  
 

（任期） 

第５条  委員の任期は、印西市教育振興基本計画の策定が完了するまでと

する。 
 

（委員長等）  

第６条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。  

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。  

３ 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。  

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたとき

は、その職務を代理する。  
 

（会議） 

第７条 策定委員会は、委員長が招集し、議長となる。  

２  委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、

説明又は意見を聴くことができる。  
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（庶務） 

第８条  会議の庶務は、教育委員会教育部教育総務課において処理する。 
 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事

項は、教育長が別に定める。  
 

附 則 
 

（施行期日）  

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。  

（印西市教育振興基本計画の策定方針及び検討組織の設置に関する要

綱の廃止） 

２  印西市教育振興基本計画の策定方針及び検討組織の設置に関する要

綱（平成 28年教育委員会告示第１号）は、廃止する。  
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３ 印西市教育振興基本計画策定委員会委員名簿 
 

 氏 名 所 属 

学識経験を有する者 

井 上
いのうえ

 愛 一 郎
あいいちろう

     ○ 
聖徳大学アドミッションリサーチ

オフィス教授 

内田 圭子
うちだ けいこ

 元中学校長 

学校教育関係者 

岡田
おかだ

 光靖
こうせい

 牧の原小学校長 

加藤
かとう

 知巳
ともみ

       ◎ 滝野中学校長 

市ＰＴＡ関係者 長 岡
ながおか

 良
りょう

吉
きち

 
印西市ＰＴＡ連絡協議会副会長 

（木下小ＰＴＡ会長） 

生涯学習関係者 

髙
たか

城
ぎ

 國 司
くにつか

 元印西市公民館運営審議会委員 

三城
みしろ

 康
やす

照
てる

 印西市芸術文化協会副会長 

一
いち

島
しま

 正 真
しょうしん

 印西市文化財審議会会長 

一般公募 

塩田
しおた

 幸子
ゆきこ

 市民公募 

石 川
いしかわ

 久美子
く み こ

 市民公募 

※◎は委員長、○は副委員長。 
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４ 計画策定の経過 
 

年 月 日 項目内容 

令
和
３
年 

７月 27 日 

第１回印西市教育振興基本計画策定委員会 

【主な議題】 

（１）印西市教育振興基本計画基本方針について 

（２）計画策定スケジュールについて 

（３）骨子案について 

９月 27 日 

第２回印西市教育振興基本計画策定委員会 

【主な議題】 

（１）印西市教育振興基本計画素案について 

10月 22日 

第３回印西市教育振興基本計画策定委員会 

【主な議題】 

（１）印西市教育振興基本計画素案について（２回目） 

12月３日 

～12月 16 日 
パブリックコメントの実施 

 

令
和
４
年 

１月 13 日 

第４回印西市教育振興基本計画策定委員会 

【主な議題】 

（１）印西市教育振興基本計画について 

１月 28 日 

第１回印西市教育委員会定例会 

【議題】 

・第２期印西市教育振興基本計画について 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２期印西市教育振興基本計画 

～だれもが輝き ともにはばたく いんざいの学び～ 
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